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修
祓
に
関
す
る
一
考
察

―
「
神
社
祭
式
」
の
制
定
過
程
を
中
心
に

―

星

野

光

樹

一
　
は
じ
め
に

　

今
日
、
神
社
の
神
事
を
メ
デ
ィ
ア
が
取
り
上
げ
る
際
、
神
職
が
榊

の
枝
を
左
右
に
振
り
、
祓
を
し
て
い
る
姿
が
映
し
出
さ
れ
る
こ
と
を

良
く
目
に
す
る
。
神
社
本
庁
が
定
め
る
「
神
社
祭
式
」
で
は
、
祭
典

に
先
立
ち
、
奉
献
の
料
物
（
本
庁
幣
）
や
祭
祀
奉
仕
者
、
参
列
者
を

祓
い
清
め
る
「
修
祓
」
の
行
事
を
行
う
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
ま
た
、

氏
子
・
崇
敬
者
の
要
請
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
諸
祭
に
つ
い
て
も
、

「
修
祓
」
を
行
う
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、
神
社
の
祭
典
を
代
表
す

る
行
事
の
一
つ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

　
「
修
祓
」
と
は
、『
神
道
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
祓
を
修
す
る
と
い

う
意
で
あ
り
、
榊
の
枝
や
塩
湯
を
用
い
て
行
う
も
の
と
し
て
い
る
。

修
祓
の
語
自
体
は
近
世
以
前
に
も
祓
を
修
す
る
意
味
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
た
が
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
四
月
、「
神
社
祭
式
」
で
は
、

官
幣
社
の
例
祭
に
限
り
、
参
向
す
る
地
方
の
長
官
に
対
し
て
、「
神

官
祓
ノ
詞
ヲ
読
ミ
榊
ノ
枝
ヲ
執
テ
祓
フ
」
行
事
と
し
て
公
的
に
定
め

ら
れ
、
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
六
月
の
『
神
社
祭
式
行
事
作
法
』

に
よ
り
、
当
該
行
事
を
「
修
祓
」
と
し
て
正
式
に
呼
称
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
以
後
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
三
月
の
「
官
国
幣
社
以

下
神
社
祭
式
」
で
は
、
大
祭
に
お
い
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
と
し
、
戦

後
、
神
社
本
庁
が
「
神
社
祭
式
」（
昭
和
二
十
三
年
）
を
制
定
し
、

大
・
中
・
小
全
て
の
神
社
祭
祀
に
当
該
行
事
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
近
代
以
降
、
神
社
の
祭
祀
が
法
制
化
さ
れ
た
こ
と

に
伴
い
、
祭
式
の
行
事
の
一
つ
と
さ
れ
た
「
修
祓
」
に
つ
い
て
、
そ

の
宗
教
的
機
能
に
焦
点
を
当
て
て
、「
修
祓
」
の
起
源
と
成
立
過
程

を
考
察
し
た
も
の
に
、
高
原
玄
承
の
論
稿
が
あ
る
（
（
（

。

　

高
原
に
よ
れ
ば
、
罪
の
代
償
の
た
め
の
「
祓
」
と
、
穢
を
払
拭
す

る
た
め
の
「
禊
」
そ
れ
ぞ
れ
の
呪
術
的
な
機
能
を
合
せ
持
っ
た
「
新

し
い
祓
え
」
が
古
代
に
誕
生
し
、
や
が
て
時
代
ご
と
の
信
仰
的
な
要
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請
に
応
じ
て
、
祓
詞
や
祓
具
が
変
化
し
、
今
日
の
「
修
祓
」
を
構
成

す
る
祓
が
確
立
し
て
い
っ
た
経
緯
を
論
じ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
展
開
を
遂
げ
て
、
近
代
に
成
立
す
る
「
修

祓
」
が
、
公
的
祭
祀
に
採
用
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
、「
神
社
祭
式
」

に
定
め
る
数
あ
る
祭
祀
の
な
か
で
、
官
幣
社
の
例
祭
に
限
っ
て
、
実

施
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。

　

本
論
で
は
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
、
奉
幣
祭
祀
に
お
け
る
祓

の
諸
相
を
検
証
し
、
神
祇
行
政
の
担
い
手
が
、
ど
の
よ
う
に
祓
の
伝

統
を
構
想
し
、
国
家
祭
祀
に
お
い
て
実
践
し
て
い
っ
た
の
か
。
そ
れ

ら
展
開
か
ら
、
修
祓
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

　

な
お
、
本
稿
で
は
、「
修
祓
」
の
語
に
つ
い
て
、「
神
社
祭
式
」
制

定
以
降
、
祭
典
の
前
儀
と
し
て
行
う
祓
の
行
事
に
限
定
し
て
、「
修

祓
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

二
　
近
世
に
お
け
る
朝
儀
の
再
興
と
祓

　
「
修
祓
」
の
問
題
を
考
え
る
際
、
神
社
の
祭
祀
に
お
い
て
、
祭
典

（
本
儀
）
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
る
祓
の
行
事
（
前
儀
）
と
し
て
、
そ
の

起
源
を
考
え
て
み
る
と
、
古
代
に
朝
儀
と
し
て
実
施
さ
れ
た
神
宮
祭

祀
や
三
勅
祭
（
石
清
水
祭
・
賀
茂
祭
・
春
日
祭
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
川

出
清
彦
に
よ
れ
ば
、
神
社
の
祭
典
に
先
立
ち
行
わ
れ
る
「
近
神
行

事
」
と
し
て
、
神
宮
や
三
勅
祭
で
行
わ
れ
る
祓
の
行
事
を
紹
介
し
て

い
る
（
（
（

。

　

神
宮
祭
祀
に
つ
い
て
は
、『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
に
、
三
節
祭
に

お
い
て
河
原
祓
が
行
わ
れ
た
例
を
挙
げ
、
祓
の
最
も
古
い
作
法
と
し

て
紹
介
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、（
一
）
川
原
に
禰
宜
内
人
物
忌
等

が
参
集
し
、
正
宮
に
向
か
わ
し
め
、
各
々
に
麻
を
分
か
ち
持
た
し
め
、

（
二
）
各
人
に
斎
館
お
よ
び
里
亭
の
罪
穢
を
告
げ
さ
せ
、
手
に
持
つ

麻
を
一
筋
割
い
て
、
こ
れ
を
御
巫
内
人
が
集
め
、（
三
）
御
巫
は
集

め
た
麻
を
持
ち
な
が
ら
、
人
ご
と
に
罪
事
を
復
唱
し
、（
四
）
全
員

で
残
り
の
麻
に
対
し
て
罪
事
を
述
べ
て
、
こ
れ
を
川
に
流
す
と
い
う

も
の
で
あ
り
、
罪
・
穢
を
自
覚
し
、
懺
悔
に
も
相
当
す
る
祓
の
様
相

を
紹
介
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
三
勅
祭
の
祓
に
つ
い
て
、
川
出
は
何
れ
も
だ
い
た
い
同
様

の
行
事
で
あ
る
と
述
べ
、
春
日
祭
の
祓
の
次
第
を
標
準
と
し
て
、
㈠

上
卿
弁
著
座　

祓
戸
社
前
庭
、
㈡
贖
物　

解
縄
（
麻
）
人
形
（
黄
檗
）

洗
米
、
㈢
祓
詞
、
㈣
手
麻　

串
長
八
寸
、
寒
竹
と
梅
の
ズ
ワ
エ
を
合

せ
て
串
と
し
、
こ
の
間
に
紙
垂
と
麻
緒
を
垂
れ
る
。
㈤
贖
物
を
撤
す

る
、
と
そ
の
次
第
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
戦
前
に
お
い
て
、
三

勅
祭
の
内
容
を
解
説
し
た
座
田
司
氏
も
、
近
世
以
降
に
再
興
さ
れ
た

も
の
と
変
わ
ら
ず
、
次
第
に
お
い
て
も
、
賀
茂
祭
や
石
清
水
祭
に
つ

い
て
も
、
そ
の
次
第
は
同
様
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
（
（

。

　

し
か
し
、
古
代
に
お
い
て
、
社
頭
の
儀
に
先
立
ち
、
上
卿
・
弁
な

ど
勅
使
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
次
第
で
祓
が
行
わ
れ
た
の
は
、
春
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日
祭
の
み
で
あ
り
、
同
様
の
行
事
を
賀
茂
祭
や
石
清
水
祭
の
次
第
に

見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
三
勅
祭
で
同
様
の
祓
の
行
事
が
な
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
近
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

　

以
下
、
本
論
で
は
、「
修
祓
」
の
形
成
に
お
い
て
、
春
日
祭
に
み

ら
れ
る
祓
の
行
事
が
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
の
公
的
祭
祀

の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。
な

お
、
神
宮
祭
祀
に
お
け
る
祓
の
行
事
に
つ
い
て
は
、
そ
の
伝
統
の
重

要
性
を
認
識
し
つ
つ
も
、
祭
儀
の
特
殊
性
を
鑑
み
、
主
と
し
て
考
察

の
対
象
と
は
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

　

春
日
祭
の
旧
儀
に
つ
い
て
は
、
儀
式
書
の
内
容
か
ら
そ
の
変
遷
を

論
じ
た
岡
本
彰
夫
の
論
考
が
あ
る
（
（
（

。
岡
本
に
よ
れ
ば
、
貞
観
年
間

（
八
五
九
―
八
七
七
）
に
成
立
す
る
『
貞
観
儀
式
』
に
、
斎
女
の
参
向

に
際
し
て
、
中
臣
が
祓
の
麻
を
供
え
、
宮
主
が
祓
詞
を
読
む
行
事
が

行
わ
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
春
日
祭
の
前
日
、
外
記
・
史
等
供
奉
の
諸

司
は
、
春
日
社
の
西
方
で
祓
禊
が
行
わ
れ
、
供
物
の
弁
備
が
な
さ
れ

る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
十
世
紀
に
成
る
源
高
明
の
『
西
宮

記
』
に
よ
れ
ば
、
祭
典
当
日
、
氏
人
が
宿
院
に
集
う
と
、「
次
向
二

社

頭
一

使
等
着
二

祓
所
一

。
北
面　
東
上
。
」
と
あ
り
、
祓
所
に
使
が
着
い
て
、
祓

が
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
神
宮
を
除
け
ば
、
祭
典
当

日
に
お
い
て
、
祓
所
で
行
う
「
修
祓
」
と
同
様
の
特
徴
を
持
つ
祓
に

つ
い
て
は
、
こ
の
『
西
宮
記
』
の
記
述
が
初
見
と
な
る
。

　

こ
の
春
日
祭
で
行
わ
れ
る
祓
戸
の
儀
に
つ
い
て
、『
西
宮
記
』
の

裏
書
で
あ
る
「
佐
忠
私
記
」
応
和
二
年
（
九
六
一
）
二
月
春
日
祭
條

に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

先
着
二

祓
座
一。
掃
部
寮
鋪
二

上
卿
座
一。
今
日
不
レ

参
。
仍
令
レ

撤
。

一
行
使
座
、
蔵
司
使
・
馬
司
使
・
近
衛
府

使
・
東
宮
使
・
座
次
如
レ
此
。一
行
氏
人
五
位
、
四
位
在
二

弁

上
一

一
行
六
位
座
。
座
定
、
神
祇
官
進
二

祓
物
一

。
只
置
二
木
綿
一、
不
レ
加
二

人
形
一、
加
二
責
勘
一
歟
。

　

頃
之
卜
部
着
レ

座
。
解
除
了
、
進
二

大
麻
一、
撤
二

解
除
物
一。
不
二

拍
手
一。
先
例
、
或

時
拍
手
。
各
々
起
レ

座
。

　

そ
の
次
第
を
確
認
す
る
と
、
神
祇
官
よ
り
祓
物
が
置
か
れ
、
次
に

卜
部
に
よ
り
解
除
が
な
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
中
臣
祓
の
奏
上
で
あ
ろ

う
。
次
に
大
麻
が
進
め
ら
れ
、
解
除
物
（
祓
物
）
が
撤
せ
ら
れ
る
、

と
い
う
次
第
と
な
っ
て
い
る
。
祓
物
の
割
注
部
分
に
は
、「
只
置
二

木

綿
一

、
不
レ

加
二

人
形
一

、
加
二

責
勘
一

歟
」
と
あ
り
、
人
形
を
抜
き
に
し

て
、
木
綿
の
み
用
い
る
こ
と
を
戒
め
て
い
る
。

　

こ
の
当
時
、
人
形
は
、
穢
を
移
す
祓
具
と
し
て
重
視
さ
れ
、
人
形

と
大
麻
、
中
臣
祓
を
用
い
る
祭
式
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
う

こ
と
が
で
き
る
（
（
（

。

　

更
に
、
十
二
世
紀
初
頭
に
成
る
大
江
匡
房
の
『
江
家
次
第
』
巻
六
、

平
野
臨
時
祭
儀
に
は
、

次
献
二

御
贖
物
一、（
中
略
）
宮
主
入
レ

自
二

仙
華
門
一、
跪
二

於
長
橋

北
河
竹
南
一、
献
二

御
麻
一、
頭
跪
取
レ

之
、
経
二

前
路
一、
献
二

主
上
一、

猶
取
二

木
末
一、
主
上
一
撫
一
吻
返
二

給
之
一、
宮
主
給
レ

之
著
座
、

次
使
入
レ

自
二

仙
華
門
一

著
座
、
不
レ

脱
二

浅
履
一、

著
レ
之
取
レ
笏

、
殿
上
五
位
作
レ

巡
奉
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二

仕
之
一、 

巡
方
帯
、
付
二
魚
袋
一、
衞
府
将
・
佐
闕
腋
・
螺
鈿
劒
、
但
衞
府
将
・
佐
奉

仕
之
人
隨
身
不
レ
著
二
蠻
絵
一
也
、
又
有
下
著
二
縫
腋
・
蒔
繪
劒
等
一
之
人
上

、
次
宮
主

奉
二

仕
祓
詞
一、
到
二
祓
淸
之
処
一、
以
二
人
形
一
令
レ
吻
給
、
到
二
中
臣

祓
八
張
取
割
之
処
一、
解
レ
縄
給
、
畢
宮
主
退
出
、 

次
頭
・
蔵
人
進

撤
二

御
贖
物
一、
准
レ
始　

可
レ
知
、

と
あ
り
、
贖
物
と
し
て
、
人
形
の
他
、
解
縄
と
い
っ
た
贖
物
と
し
て

用
い
ら
れ
、
中
臣
祓
の
奏
上
中
に
そ
れ
ら
贖
物
の
作
法
が
行
わ
れ
、

大
麻
が
進
め
ら
れ
る
、
と
い
う
次
第
に
よ
っ
て
、
祓
が
行
わ
れ
て
い

る
。

　

天
皇
の
御
禊
に
み
ら
れ
る
、
こ
う
し
た
祓
の
あ
り
方
が
、
春
日
祭

の
祓
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
く
。
応
仁
の
乱
の
時
期
を
前
後
し
て
、

盛
儀
を
誇
っ
た
数
々
の
勅
祭
は
中
絶
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
春
日

祭
は
往
時
と
と
比
べ
て
衰
退
し
た
形
で
は
あ
る
が
、
上
卿
・
弁
以
下

が
参
向
し
て
継
続
的
に
行
わ
れ
て
い
っ
た
。
天
文
年
間
（
一
五
三
二

～
一
五
五
五
）
に
行
わ
れ
た
春
日
祭
の
次
第
を
記
し
た
『
天
文
年
中

春
日
祭
次
第
』
に
は
、

上
卿
弁
近
衛
等
使
着
祓
戸
。
／
座
。
東
上
北
面
。

揖
如
常
。　
　
上
古
神
馬
等
引
立
。

上
卿
路
自
東
着
之
。

／
神
祇
官
居
祓
物
。
祝
師
申
祝
。
此
間
解
縄
。／
献
祓
。
不
取
手
懸

笏
息
之
。　

撤
祓

物
各
起
座
。

と
あ
り
、
祝
師
の
申
す
祝
（
中
臣
祓
）
と
解
縄
の
こ
と
、「
献
祓
」

（
大
麻
）
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
（
（

。

　

そ
の
後
、
春
日
祭
は
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
十
二
月
四
日
、

特
旨
を
以
て
、
旧
儀
再
興
が
仰
せ
だ
さ
れ
、
同
年
二
月
十
八
日
に
再

興
さ
れ
た
（
（
（

。

　

そ
の
時
の
祓
の
次
第
は
、
甘
露
寺
勝
長
の
『
春
日
祭
旧
儀
御
再
興

次
第
類
』
に
よ
れ
ば
、
上
卿
以
下
が
着
座
し
て
行
わ
れ
た
祓
戸
の
儀

は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
（
（
（

。

神
祇
官
進
祓
物
／
其
儀
先
以
左
手
取
縄
一
筋
／
以
歯
解
之
次
又

一
筋
解
／
之
次
取
人
形
撫
左
右
袖
／
懸
意
気
返
置
次
散
／々
米
左

右
中
央

皆
乍
持
笏

左
手
行
之
／　

祝
師
読
祝
詞
訖
／
進
大
麻
／　

其
儀
祝
師
跪
座
前

進
／
大
麻
以
左
手
取
之
払
左
右
／
袖
返
之
次
撤
贖
物
各
／
起
座

為
先
下
臈

　

こ
の
次
第
で
は
、
解
縄
が
な
さ
れ
た
後
、
中
臣
祓
奏
上
中
ど
の
時

点
で
、
祓
物
（
贖
物
）
を
用
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
詳
細
な
段
取
り

に
つ
い
て
は
詳
細
を
欠
く
が
、
人
形
を
左
右
の
袖
を
用
い
て
撫
で
て

い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

　

こ
の
よ
う
に
春
日
祭
で
は
、
応
仁
の
乱
以
降
も
同
様
の
次
第
で
祓

戸
の
儀
が
行
わ
れ
、
幕
末
期
の
旧
儀
復
興
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

春
日
祭
に
先
立
つ
形
で
、
応
仁
の
乱
以
降
、
廃
絶
し
て
い
た
賀
茂

祭
が
元
禄
七
年
（
一
六
八
一
）
四
月
に
、
石
清
水
放
生
会
が
延
享
七

年
（
一
七
四
七
）
八
月
に
旧
儀
の
再
興
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
賀
茂
祭
の
次
第
で
は
、
そ
の
社
頭
の
儀
に
際
し
て
の
祓
戸

の
儀
が
記
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
（
（
（

。

次
脩
禊

其
儀
陰
陽
代
凡
下
社
例
用
二
賀
家
陰
陽
師
一
云
々
今
度
自
二
社
家
一
相
二
語
行
事
官

内
匠
大
允
紀
季
雄
一
是
春
日
祭
之
刻
為
二
宮
主
代
一
勤
二
此
儀
一
故
也　

進
二

贖

物
一
○
図　

略
レ
之

陰
陽
代
取
二

大
麻
一
切
紙
付
木

副
二
麻
糸
一

申
レ

祓
中
臣

祓

定
基
先
取
二

解
縄
一
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解
レ

之
其
儀
乍
レ
持
笏
以
二
左
手
レ
一
取
二
解
縄
一
懸
レ
歯
解
レ
之
乍
二
二
筋

一
同
レ
之
二
度
ニ
解
レ
之
也
高
天
原
読
上
之
時
解
レ
故
実
也
云
々

次
取
二

人
形
一

撫
之
次
散
二

ゝ
米
一

祓
畢
後
陰
陽
代
進
二

大
麻
一

定
基

懸
笏
或
取
レ
手
歟
今
度
不
レ
取
レ
之
乍
上
令

レ
持
二
陰
陽
代
一
懸
レ
笏
是
一
撫
也　

息
レ

之　
是
一
向
也

陰
陽
代
取
二

大
麻
一

退
去
更
撤
二

贖
物
一

畢
已
上
悉

厳
訓
也

凡
此
祭
儀
往
古
向
二

内
蔵
寮
一

脩
之
儀
或
云
内
侍
已
下
與
二

使
等
一

向
二

内
蔵
寮
一

解
除
又
天
元
五
年
小
右
記
云
申
時
許
有
二

禊
事
一

禊

畢
向
二

一
条
大
路
一

云
々
不
レ

注
二

其
所
一

然
件
記
趣
如
レ

不
レ

向
二

内

蔵
寮
一
差
二
府
生
一
遣
二
内
蔵
寮
一
受
二
葵

桂
一
之
分
有
レ
之
仍
知
レ
不
レ
向

得
二

賢
慮
一

之
処
准
二

関
白
賀
茂
詣
及

春
日
祭
一

於
二

社
頭
一

而
可
レ

循
之
由
厳
命
也
即
命
二

其
旨
於
両
社

司
一

畢

　

こ
の
日
、
春
日
祭
の
宮
主
代
と
し
て
祓
に
あ
た
っ
た
紀
季
雄
が
陰

陽
代
と
し
て
祓
の
こ
と
に
あ
た
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
の
作
法
に
つ

い
て
み
る
と
、
中
臣
祓
詞
の
読
み
上
げ
の
な
か
で
、
解
縄
が
行
わ
れ
、

そ
の
後
に
人
形
と
散
米
が
な
さ
れ
て
い
る
そ
の
説
明
に
、
陰
陽
代
の

奉
仕
に
よ
っ
て
、「
脩
祓
」
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
陰
陽
代
が
進
め

る
大
麻
に
つ
い
て
は
、
勅
使
で
あ
る
定
基
は
、
実
際
に
手
に
取
ら
ず
、

「
笏
に
懸
け
る
」
と
い
う
所
作
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
「
脩

禊
」
が
、
春
日
祭
と
同
様
、
祓
戸
に
お
い
て
勅
使
を
祓
う
行
事
を
行

う
こ
と
が
、
東
山
天
皇
の
「
厳
命
」
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
の
で
あ

る
。

　

一
方
、
延
享
七
年
八
月
朔
日
の
石
清
水
放
生
会
で
は
、
鳳
輦
や
神

職
、
ま
た
、
参
向
し
た
上
卿
以
下
に
対
し
て
、
祓
を
行
っ
た
記
述
は

見
ら
れ
な
い
（
（（
（

。

　

ま
た
、
と
く
に
天
皇
の
個
人
的
な
神
祇
信
仰
に
よ
っ
て
特
定
の
神

社
を
対
象
に
実
施
さ
れ
た
臨
時
祭
に
つ
い
て
も
、
文
化
十
年
三
月
に

石
清
水
臨
時
祭
、
同
十
一
年
十
一
月
に
賀
茂
臨
時
祭
が
再
興
さ
れ
て

い
る
（
（（
（

。

　

な
お
、
三
月
十
五
日
に
実
施
さ
れ
た
石
清
水
臨
時
祭
の
次
第
は
、

次
の
通
り
で
あ
る
（
（（
（

。

…
…
主
上
出
御
（
取
柄
褰
不
参
之
時
蔵
人
頭

候
之
以
下
効
之

）
／
着
御
御
禊
御
座
（
蔵
人

頭
供
御
笏
）
／
次
供
御
贖
物
（
陪
膳
蔵
人
頭
役
供　

五
位
蔵
人
奉
仕

之
）
／
次
宮
主
献
大
麻
（
入
自
仙
華
門
就
長
橋　

東
妻
進
之　

陪
膳

伝
取
経
簀
子
持
参
就　

御
座
前
供
之
）
／
主
上
令　

御
吻
給
（
陪
膳

執
大
麻
退
帰
返
給
宮
主
）
／
次
官
主
給
大
麻
着
庭
中
座
／
使
入
自

仙
華
門
着
（
同
座
）
／
次
舞
人
引
立
御
馬
於
御
幣
案
南
三
匹
西
上

南
面　

（
第
一
第
四
行
事
舞
人
等
引
之
）
／
次
宮
主
申
祓
詞
／
御
禊
畢
宮

主
退
出
【
以
下
略
】

と
あ
る
。
御
贖
物
が
供
え
ら
れ
、
宮
主
に
よ
り
大
麻
の
献
上
、
天
皇

が
こ
れ
に
息
を
か
け
、
こ
れ
を
宮
主
に
返
し
、
使
等
の
参
着
の
後
、

宮
主
に
よ
り
中
臣
祓
が
読
ま
れ
る
と
い
う
次
第
で
あ
り
、『
江
家
次

第
』
に
見
え
る
平
野
臨
時
祭
と
お
よ
そ
同
様
の
内
容
と
し
て
実
施
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

幕
末
期
に
は
、
内
憂
外
患
の
情
況
の
も
と
、
孝
明
天
皇
に
よ
っ
て

朝
儀
の
再
興
、
諸
祈
願
が
仰
せ
出
さ
れ
、
吉
田
祭
（
慶
応
元
年
）、
大
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原
野
祭
（
同
年
十
一
月
）、
松
尾
祭
（
慶
応
二
年
）、
春
日
臨
時
祭
（
慶

応
元
年
二
月
）、
北
野
臨
時
祭
（
元
治
元
年
十
月
）、
祇
園
臨
時
祭
（
慶

応
元
年
六
月
）
な
ど
が
再
興
さ
れ
た
（
（（
（

。
慶
応
元
年
六
月
二
十
二
日
に

行
わ
れ
た
祇
園
臨
時
祭
の
次
第
に
よ
る
と
、
文
化
十
年
の
石
清
水
臨

時
祭
と
同
様
御
禊
の
儀
が
行
わ
れ
て
い
る
（
（（
（

。
こ
の
こ
と
は
、
他
の
臨

時
祭
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
幕
末
期
に
か
け
て
、
朝
儀
の
旧
儀
再
興
が
な
さ
れ
て
い
っ

た
が
、
社
頭
の
儀
に
際
し
、
勅
使
に
対
し
て
祓
を
修
す
る
祓
所
の
儀

が
実
施
さ
れ
た
の
は
、
春
日
祭
と
賀
茂
祭
の
み
で
あ
り
、
臨
時
祭
で

は
、
そ
の
都
度
、
天
皇
の
御
禊
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　

朝
儀
と
し
て
の
神
社
奉
幣
を
み
た
場
合
、
臨
時
祭
全
体
で
天
皇
の

御
禊
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
比
べ
る
と
、
勅
使
に
対
す
る
祓
は
、

一
社
固
有
の
行
事
で
あ
っ
た
と
い
う
感
が
あ
る
（
（（
（

。

　

し
か
し
、
近
代
以
降
、
使
に
対
す
る
祓
の
行
事
は
、
勅
祭
の
行
事

と
し
て
の
性
格
を
強
め
、
そ
の
次
第
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
こ
と

に
な
る
。

三
　
明
治
初
頭
に
お
け
る
国
家
祭
祀
と
祓
に
つ
い
て

　

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
三
月
十
四
日
、
神
祇
官
の
再
興
、
諸
祭

典
に
つ
い
て
も
復
興
を
し
て
い
く
こ
と
が
仰
せ
出
さ
れ
、
明
治
元
年

に
は
新
嘗
祭
、
翌
年
に
は
祈
年
祭
が
再
興
さ
れ
た
ほ
か
、
皇
霊
の
祭

祀
、
山
陵
へ
の
奉
幣
な
ど
、
天
神
地
祇
お
よ
び
皇
霊
に
対
す
る
新
旧

の
国
家
祭
祀
が
次
々
の
実
施
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、

勅
祭
の
再
興
も
更
な
る
展
開
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

明
治
新
政
府
が
関
わ
る
最
も
早
い
勅
祭
は
、
慶
応
四
年
二
月
に
執

行
さ
れ
た
春
日
祭
で
あ
り
、
近
衛
府
使
に
左
権
少
将
公
香
（
武
者
小

路
公
香
）、
上
卿
に
権
大
納
言
実
徳
（
正
親
町
実
徳
）、
弁
に
左
少
弁
長

邦
（
葉
室
長
邦
）
が
差
遣
さ
れ
た
（
（（
（

。
祓
戸
の
儀
で
は
、「
上
卿
率
弁
氏

人
等
参
向
先
着
祓
戸
座
／
上
卿
弁
座
東
上
北
面
使
々
座
内
蔵
寮
近
衛
府
馬
寮

長
者
神
馬
等
使
一
行
／
其
後

参
会
氏
人
外
記
史
有
官
別
当
神
祇
官
進
祓
物
祝
師
読
祝
詞
訖
進
太
麻

／
次
就
着
到
殿
」
と
あ
り
、
そ
の
行
事
の
内
容
に
大
き
な
変
化
は
み

ら
れ
な
い
。

　

こ
の
年
の
賀
茂
祭
は
、
戊
辰
戦
争
に
よ
る
天
皇
の
行
幸
が
な
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
一
社
の
祭
祀
と
し
て
祭
典
が
執
行
さ
れ
、
こ

の
後
に
続
く
松
尾
祭
や
、
再
興
さ
れ
た
梅
宮
祭
、
平
野
祭
、
大
原
野

祭
に
お
い
て
も
、
勅
使
の
差
遣
は
な
く
、
一
社
の
祭
典
と
し
て
執
り

行
わ
れ
た
が
、
祓
戸
の
儀
は
み
ら
れ
な
い
（
（（
（

。

　

明
治
二
年
の
賀
茂
祭
で
は
、
勅
使
が
差
遣
さ
れ
る
祭
典
に
復
し
た

が
、
そ
の
勅
使
に
は
、
中
御
門
大
納
言
を
宣
命
使
、
梅
添
神
祇
少
副

を
奉
幣
使
と
し
て
差
遣
し
、
こ
れ
ま
で
勅
使
と
さ
れ
て
き
た
上
卿
や

弁
の
参
向
が
な
く
な
っ
て
い
る
（
（（
（

。

　

そ
の
祓
戸
に
お
け
る
次
第
は
、「
先
弁
官
問
神
祇
祐
社
頭
具
否
祐

申
具
之
由
弁
申
宣
命
使
／
次
両
使
有
手
水
氏
人
役
之
／
次
両
使
着
解

除
幄
神
祇
官
人
読
祝
詞
訖
執
榊
枝
祓
此
幄
畳
自
社
敷
設
之
」（（（
（

と
あ
り
、
宣
命
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使
・
奉
幣
使
が
手
水
を
と
り
解
除
の
幄
に
着
く
と
、
祝
詞
（
中
臣
祓
）

が
読
ま
れ
、
榊
の
枝
で
祓
う
と
い
う
次
第
と
な
っ
て
お
り
、
従
前
、

中
臣
祓
の
奏
上
に
伴
う
形
で
用
い
ら
れ
て
い
た
贖
物
（
祓
物
）
に
つ

い
て
の
記
述
が
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　

ま
た
、同
年
八
月
に
斎
行
さ
れ
た
男
山
祭
（
石
清
水
中
秋
祭
を
改
称
）

に
お
い
て
も
、
宣
命
使
・
奉
幣
使
が
頓
宮
に
参
向
し
、
同
様
の
作
法

で
祓
が
行
わ
れ
て
い
る
（
（（
（

。
こ
の
男
山
祭
の
祭
典
以
降
、
三
勅
祭
で
は

勅
使
の
参
向
に
際
し
て
、
祓
の
行
事
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

そ
れ
は
、
近
世
以
前
の
伝
統
と
は
異
な
る
も
の
と
な
っ
た
。

　

さ
て
、
男
山
祭
が
実
施
さ
れ
た
同
月
八
日
、
神
祇
官
が
太
政
官
に

特
立
す
る
形
で
再
興
さ
れ
た
。
明
治
の
新
政
に
お
い
て
設
立
さ
れ
た

神
祇
官
は
、
中
世
に
廃
絶
し
た
朝
儀
の
復
興
と
い
う
課
題
を
超
え
た

と
こ
ろ
に
あ
り
、
全
国
の
神
社
を
官
社
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
官

祭
を
遍
く
執
行
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
た
（
（（
（

。

　

翌
三
年
二
月
九
日
に
は
、
畿
内
を
中
心
と
す
る
二
十
二
社
に
加
え
、

新
た
に
氷
川
社
な
ど
を
加
え
た
神
社
を
勅
祭
と
し
て
奉
幣
を
行
う
二

十
九
社
奉
幣
が
再
興
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
対
象
と
さ
れ
た

神
社
は
、
出
雲
、
熱
田
、
宇
佐
、
鹿
島
、
香
取
（
以
上
、
大
奉
幣
）、

賀
茂
下
上
、
一
宮
氷
川
、
石
清
水
、
春
日
（
以
上
、
大
祭
）、
香
椎
、
宗

像
、
日
吉
、
三
輪
、
大
和
（
以
上
、
中
奉
幣
）、（
以
上
、
中
祭
）、
八
坂
、

北
野
（
以
上
、
中
祭
）、
太
宰
府
、
広
瀬
、
龍
田
、
石
上
、
広
田
、
住

吉
（
以
上
、
小
奉
幣
）、
松
尾
、
大
原
野
、
吉
田
、
平
野
、
稲
荷
、
梅

宮
、
貴
船
（
以
上
、
小
祭
）
で
あ
り
、
そ
の
実
施
に
む
け
て
、
そ
の

式
目
の
調
査
が
神
祇
官
に
達
せ
ら
れ
た
（
（（
（

。
こ
こ
に
、
中
世
以
降
、
勅

祭
と
さ
れ
た
畿
内
を
中
心
と
す
る
二
十
二
社
に
加
え
、
氷
川
社
や
熱

田
社
な
ど
、
地
方
の
有
力
大
社
が
勅
祭
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
る
こ
と

と
な
っ
た
が
（
（（
（

、
そ
の
実
施
の
た
め
に
、
新
儀
に
よ
る
勅
祭
の
祭
式
が

考
案
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
明
治
三
年
九
月
四
日
に
実
施
さ
れ
た

鹿
島
神
宮
、
同
月
七
日
に
実
施
さ
れ
た
香
取
神
宮
へ
の
奉
幣
に
は
、

神
祇
官
か
ら
福
羽
少
副
（
美
靜
）、
大
谷
権
少
祐
（
秀
実
）、
飯
田
大

史
（
年
平
）
等
、
太
政
官
か
ら
は
坊
城
大
弁
（
俊
政
）、
北
川
大
史

（
泰
明
）
等
が
参
向
し
、「
大
奉
幣
次
第
」
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り

祭
典
が
実
施
さ
れ
た
（
（（
（

。

当
日
早
旦
地
方
官
員
警
衛
社
頭
／
次
神
祇
官
参
向
点
検
敷
設
／

其
儀
構
祓
幄 

四
方
曳
幔
敷
畳

等
用
度
司
役
之 

置
幣
案
設
手
水
／
次
神
祇
官
並
宮
司

以
下
着
座
／
次
開
御
扉 

宮
司
役
之
／
次
供
神
饌
／
次
宣
命
使
奉
幣

使
参
向 

宮
司
出
迎
／
次
宮
司
申
一
社
具
之
由
於
神
祇
官
神
祇
官
申
太

政
官
／
次
神
祇
官
官
掌
副
御
幣
櫃
入
門
内
置
櫃
於
西
砌
史
史
生

主
典
官
掌
同
候
便
宜
所
／
次
太
政
官
官
掌
副
宣
命
櫃
入
門
内
置

櫃
於
東
砌
／
次
両
使
入
鳥
居
有
手
水
之
儀 

一
社
之
内
役
之
／
次
両
使

着
祓
幄
座
／
其
儀
神
祇
官
人
読
祓
詞
訖
執
榊
枝
祓
／
次
両
使
以

下
着
東
西
座
／
先
此
宮
司
以
下
着
座
／
次
幣
使
起
座
／
次
神
祇

官
官
掌
授
御
幣
於
史
生
史
生
授
大
史
大
史
授
幣
使
幣
使
執
之
置

于
幣
案
上
／
次
幣
使
昇
拝
殿
着
座
／
先
二
拝
次
読
祝
詞
／
【
祝
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詞
文
略
】
／
次
二
拝
懐
祝
詞
／
次
宮
司
奉
幣
物
神
前
案
上
／
次

幣
使
下
殿
復
本
座
／
次
用
度
司
撤
幣
案
／
次
宣
使
起
座
／
太
政

官
官
掌
授
宣
命
於
主
記
主
記
授
大
史
大
史
授
宣
使
／
次
宣
使
昇

拝
殿
着
座
／
次
宣
使
昇
拝
殿
着
座
／
先
二
拝
／
次
読
宣
命
／

【
宣
命
文
略
】
／
次
二
拝
／
次
宮
司
進
使
前
清　

宣
命
奉　

神

前
申
祝
詞
畢
復
使
前
申
返
祝
詞
拍
手
使
応
之
／
次
宣
使
下
殿
復

本
座
／
次
撤
神
饌
／
次
閉
御
扉 

宮
司
役
之
／
各
退
出

　

こ
の
次
第
で
は
、
開
扉
、
献
饌
の
の
ち
、
宣
使
（
宣
命
使
）
と
奉

幣
使
が
参
向
し
、
手
水
の
儀
と
神
祇
官
人
に
よ
る
祓
の
行
事
を
行
う
。

祝
詞
は
幣
使
で
あ
る
福
羽
美
靜
が
奏
上
し
、
宮
司
に
よ
っ
て
幣
物
が

神
前
に
奉
ら
れ
る
と
、
宣
使
で
あ
る
坊
城
俊
政
に
よ
り
宣
命
が
読
ま

れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
勅
祭
に
お
け
る
祓
の
行
事
は
、
祝
詞
を
読
む
幣
使

（
神
祇
官
人
）
と
、
宣
命
を
読
む
宣
使
（
太
政
官
人
）
を
対
象
と
し
て
、

神
祇
官
人
が
中
臣
祓
を
読
み
、
榊
の
枝
で
祓
う
形
で
実
施
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。

　

勅
祭
に
お
け
る
祓
の
行
事
は
勅
使
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
幣
物
を
対
象
と
し
た
祓
は
例
外
的
で
あ
っ
た
。

　

神
宮
で
は
、
御
塩
、
御
麻
に
よ
り
使
の
ほ
か
、
幣
帛
や
神
饌
、
祭

祀
奉
仕
者
ま
で
祓
が
な
さ
れ
る
。
明
治
四
年
九
月
十
六
日
の
神
嘗
祭

が
斎
行
、
豊
受
宮
（
以
下
、
外
宮
）
で
は
宮
司
と
使
の
対
揖
の
後
、

「
御
塩
大
麻
ヲ
執
リ
官
幣
神
馬
使
司
ニ
灑
ク
」
と
あ
り
、
手
水
が
な

さ
れ
る
。
皇
大
神
宮
（
以
下
、
内
宮
）
で
は
、「
権
主
典
二
人
進
出
先

一
人
御
塩
ヲ
灑
次
一
人
大
麻
ヲ
揮
先
官
幣
次
神
馬
次

使
次
大
少
宮
司

」
と
い
う
行
事
と
な
っ

て
い
る
（
（（
（

。
内
宮
と
外
宮
で
作
法
に
若
干
の
文
言
の
相
違
は
あ
る
が
、

祓
詞
は
用
い
ず
、
御
塩
と
大
麻
に
よ
っ
て
官
幣
、
神
馬
、
使
、
大
少

宮
司
の
順
で
、
祓
が
修
さ
れ
た
。
な
お
、
祓
詞
を
用
い
ず
、
祓
具
と

し
て
大
麻
の
他
に
塩
湯
を
用
い
て
い
る
の
は
、『
江
家
次
第　

十
三

神
事
』
伊
勢
公
卿
勅
使
進
発
路
次
儀
條
に
「
至
二

二
鳥
居
外
一

内
人
二

人
出
来
、
先
一
人
取
二

大
麻
一

懸
二

息
気
一

了
、
次
一
人
灑
二

塩
湯
一

」
と

み
え
る
よ
う
に
蓋
し
神
宮
祭
祀
の
伝
統
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

神
宮
に
み
ら
れ
る
こ
う
し
た
祓
は
、
若
干
の
例
を
確
認
す
る
の
み

で
あ
る
。
明
治
二
年
七
月
六
日
に
は
、「
四
五
月
ヨ
リ
頻
ニ
霖
雨
気

候
不
順
ニ
付
穀
物
成
熟
之
程
深
／
御
煩
慮
被
為
在
」
に
よ
り
、
大
宮

の
氷
川
社
、
准
勅
祭
社
と
さ
れ
た
神
明
宮
、
同
じ
く
日
枝
神
社
に
対

し
て
、
風
雨
順
時
五
穀
成
就
の
た
め
、
臨
時
に
奉
幣
が
な
さ
れ
た
（
（（
（

。

　

当
日
の
氷
川
社
の
次
第
に
よ
れ
ば
、「
早
旦
開
神
殿
扉
／
次
供
神

饌
／
使
参
進
／
次
神
主
以
大
麻
祓
御
幣
物
辛
櫃
置
神
前
／
次
使
進
神

前
／
次
奏
宣
命
／
次
神
主
受
取
宣
命
置
神
前
／
次
返
祝
詞
／
退
座
／

次
撤
神
饌
／
鎖
扉
」
と
あ
る
。
当
日
の
祭
典
で
は
、
神
祇
官
権
判
事

青
山
稲
吉
（
景
道
）
以
下
、
神
祇
官
人
が
差
遣
さ
れ
た
が
、
祓
を
奉

仕
し
た
の
は
、
神
祇
官
人
で
は
な
く
、
氷
川
社
の
神
主
で
あ
り
、
祓

詞
も
読
ま
れ
て
い
な
い
。
神
明
宮
、
日
枝
社
に
お
け
る
祭
典
も
同
様

の
次
第
で
あ
る
。
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ま
た
一
方
で
、
神
祇
官
人
の
み
が
差
遣
さ
れ
る
奉
幣
祭
典
も
実
施

さ
れ
て
い
た
。

　

明
治
維
新
以
降
、
国
家
の
功
績
の
あ
っ
た
功
臣
や
皇
族
に
対
し
、

神
祇
官
内
や
新
た
に
神
社
が
創
設
さ
れ
、
奉
幣
が
な
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
り
、
崇
徳
上
皇
を
祀
る
白
峰
宮
や
護
良
親
王
を
祀
る

鎌
倉
宮
、
豊
臣
秀
吉
を
祀
る
豊
国
社
、
癸
丑
以
来
の
国
事
殉
難
社
を

祭
っ
た
招
魂
祭
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
（
（（
（

。

　

新
儀
と
な
る
そ
れ
ら
の
祭
典
で
は
、
行
事
次
第
や
幣
帛
な
ど
、
祭

式
の
内
容
は
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
神
祇
官
の
官
人
が
参
向
し
、

開
閉
扉
（
或
は
降
神
・
昇
神
）、
神
饌
献
撤
、
祝
詞
奏
上
、
幣
帛
献
撤

と
い
っ
た
行
事
に
よ
り
次
第
が
構
成
さ
れ
て
お
り
、
手
水
や
祓
と

い
っ
た
祓
禊
の
行
事
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。

　

以
上
、
明
治
初
年
に
お
け
る
奉
幣
祭
祀
を
確
認
し
た
。
こ
の
う
ち
、

三
勅
祭
を
は
じ
め
と
す
る
伝
統
的
な
神
社
に
加
え
、
新
た
に
勅
祭
社

の
列
に
加
わ
っ
た
神
社
に
お
い
て
も
、
そ
の
例
祭
で
は
、
太
政
官
か

ら
宣
命
使
、
神
祇
官
か
ら
奉
幣
使
が
勅
使
と
し
て
差
遣
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
勅
使
を
対
象
と
し
て
、
祭
典
に
先
立

ち
、
神
祇
官
人
が
中
臣
祓
を
読
み
、
榊
の
枝
を
取
っ
て
祓
う
行
事
が

実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四
　
神
社
祭
式
の
制
定
過
程
と
「
修
祓
」

　

神
祇
官
で
は
、
勅
祭
と
な
る
神
社
を
は
じ
め
、
管
轄
す
る
神
社
を

「
官
社
」
と
し
、
そ
の
序
列
を
明
確
に
し
た
う
え
で
、
公
的
祭
祀
を

実
施
し
て
い
く
こ
と
が
課
題
と
さ
れ
て
お
り
、
同
年
十
月
二
十
五
日

に
は
、
神
祇
官
に
対
し
て
、「
一　

官
社
以
下
神
社
順
序
定
額
之
事
」

「
一　

祭
政
一
致
之
意
二
基
キ
祭
典
式
府
藩
県
一
定
之
事
」「
一　

神

官
職
制
並
叙
位
之
事 

」
の
三
か
条
に
つ
い
て
、「
永
世
之
規
則
」
を

設
け
る
こ
と
が
沙
汰
さ
れ
た
（
（（
（

。

　

翌
四
年
五
月
十
四
日
、
官
社
以
下
定
額
と
し
て
、
古
代
の
官
幣
社
、

国
幣
社
の
ほ
か
、
府
社
・
藩
社
・
県
社
・
郷
社
を
新
た
に
定
め
、

「
国
家
の
宗
祀
」
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
社
格
に
位
置
づ
け
る
こ
と
と

な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
社
格
の
制
定
に
基
づ
き
、
神
社
の
祭
式
が

神
祇
官
、
神
祇
省
を
経
て
、
式
部
寮
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
て
い
く
こ

と
に
な
る
（
（（
（

。

　

本
節
で
は
、
勅
祭
に
お
け
る
行
事
と
し
て
定
着
し
た
祓
の
儀
が
、

神
社
祭
式
の
制
定
過
程
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
っ
た
の
か
考
察
し
て
み
た
い
。

　

明
治
四
年
八
月
八
日
、
神
祇
官
は
廃
官
と
な
り
、
神
祇
省
が
設
置

さ
れ
て
国
家
祭
祀
を
官
掌
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
神
祇
省
で
は
、
宮

中
を
始
め
、
神
宮
、
官
国
幣
社
の
祭
祀
を
公
的
に
位
置
づ
け
る
た
め
、

同
年
十
月
二
十
九
日
、
宮
中
祭
祀
、
神
宮
・
神
社
の
公
的
祭
祀
・
神

事
を
定
め
た
四
時
祭
典
定
則
お
よ
び
地
方
祭
典
定
則
を
制
定
し
た
（
（（
（

。

　

四
時
祭
典
定
則
で
は
、
宮
中
祭
祀
と
神
社
祭
祀
を
大
・
中
・
小
の

国
家
祭
祀
に
位
置
づ
け
た
。
宮
中
祭
祀
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
大
祭
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は
、
元
始
祭
正
月
三
日
於

皇
廟
祭
之

・
皇
太
神
宮
遥
拝
九
月
十
七

日
同
上

・
神
武
天
皇
祭

三
月
十
一

日
同
上

・
孝
明
天
皇
祭
十
二
月
二
十

五
日
同
上

・
新
嘗
祭
十
一
月
卯
日

於
神
嘉
殿
代

（
以
上
、天
皇
親
祭
）、

御
桃
園
光
格
仁
孝
天
皇
三
天
皇
祭
式
年
御
正

辰
於
皇
廟

・
祈
年
祭
二
月
四
日

於
神
祇
省

・
月
次
祭

六
月
一

日
同
上
（
太
政
大
臣
が
祝
詞
奉
仕
）、
中
祭
は
、
御
歴
代
式
年
祭
式
年
御
正

辰
於
皇
廟
・

外
国
定
約
祭
皇廟
・
遣
外
国
使
祭
同上

・
御
神
楽
十
二
月

同
上

・
鎮
魂
祭
十
一
月
寅
ノ

日
於
神
殿

（
左
右
大
臣
が
祝
詞
奉
仕
）、
小
祭
は
、
春
秋
祭
二
八
月

於
皇
廟
・
天
長
節
九
月
二
十
二

日
於
皇
廟

（
神
祇
卿
が
祝
詞
奉
仕
）、
節
朔
御
拝
・
御
正
辰
祭
御
歴
代
正

辰
祭
之

（
神
祇
省
奉
行

卿
輔
祝
詞
奉
仕
）、
日
日
御
代
拝
・
日
供
で
あ
る
。

　

神
社
祭
祀
で
は
、
勅
祭
と
な
る
神
宮
、
官
幣
社
の
祭
祀
が
掲
げ
ら

れ
、
大
祭
に
神
宮
神
嘗
祭
九
月
十

六
七
日
（
祭
使
神
祇
卿
或
ハ
大

少
輔

大
掌
典
以
下
発
遣
）、

賀
茂
祭
四月

・
氷
川
祭
六月

・
熱
田
祭
同
・
男
山
祭
八月

・
鹿
島
祭
同
・
香
取
祭

八月
・
出
雲
大
社
・
宇
佐
神
社
〔
右
二
社
式
年
祭
五
个
年
一
度
祭
之
〕

（
祭
使
神
祇
大
丞
掌
典
等
発
遣
）、
中
祭
に
は
春
日
祭
官
幣
大
社
例
祭

〔
松
尾
、
平
野
、
稲
荷
、
大
神
、
大
和
、
石
上
、
広
瀬
、
龍
田
、
丹

生
川
上
、
枚
岡
、
大
鳥
、
住
吉
、
生
国
魂
、
広
田
〕（
祭
使
大
掌
典
）、

小
祭
は
、
梅
宮
祭
以
下
六
社
〔
梅
宮
・
貴
船
・
大
原
野
・
吉
田
・
北

野
・
八
坂
〕
官
幣

中
社
お
よ
び
式
年
祭
隔
年

祭
之

（
使
同
上
）
と
さ
れ
た
。

　

一
方
、
地
方
祭
典
定
則
で
は
、
国
幣
社
以
下
府
県
社
、
郷
社
の
公

的
祭
祀
・
神
事
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
の
社
格
に
お
い
て
も
、
祈
年
祭
、

新
嘗
祭
、
例
祭
を
実
施
し
、
国
幣
社
で
は
大
少
参
事
以
下
官
員
が
参

向
（
知
事
が
祝
詞
奏
上
）、府
県
社
で
は
大
少
参
事
一
員
属
等
参
向
（
祠

官
が
祝
詞
奏
上
）、
郷
社
で
は
郡
郷
出
張
の
地
方
官
区
長
等
が
参
向

（
祠
官
奉
仕
）
す
る
こ
と
と
し
、
元
始
祭
正
月
三
日

・
皇
太
神
宮
遥
拝
九
月
十

七
日

・

神
武
天
皇
祭
三
月
十

一
日

を
各
社
で
斎
行
す
る
こ
と
の
他
、
天
長
節
・
六
月

祓
を
海
内
で
適
宜
行
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
官
幣
社
で
は
神
祇
省

の
官
員
が
使
と
な
り
、
国
幣
社
以
下
の
使
に
は
地
方
官
の
官
員
が
参

向
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
神
社
の
公
的
祭
祀
・
神
事
が
示
さ
れ
た
た
こ
と
で
、

神
祇
省
で
は
、
祭
祀
を
斎
行
す
る
た
め
の
基
準
と
な
る
祭
式
を
考
案

す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
近
年
、
藤
田
大
誠
に
よ
り
、
神
祇
省
の
官

員
で
あ
る
国
学
者
、
小
中
村
清
矩
が
、
神
社
の
由
緒
や
宮
中
祭
祀
に

関
す
る
調
査
の
ほ
か
、
神
社
の
祭
式
に
関
る
調
査
を
行
っ
て
お
り
、

「
国
幣
官
社
祭
式
」
と
「
府
藩
県
社
尋
常
祭
式
」
の
祭
式
書
は
、
廃

藩
置
県
が
実
施
さ
れ
る
明
治
四
年
七
月
以
前
の
段
階
か
ら
構
想
さ
れ

て
お
り
、
神
祇
省
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
に
、『
地
方
祭
典
』、『
祭
儀
』、

『
祭
式
』
と
い
っ
た
、「
神
社
祭
式
」
の
制
定
の
前
提
と
な
る
祭
式
の

調
査
・
立
案
に
深
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
（（
（

。

　

こ
こ
で
、
神
祇
省
に
お
け
る
祭
式
の
構
想
に
つ
い
て
、
藤
田
の
指

摘
し
て
い
る
小
中
村
が
関
与
し
た
前
述
の
祭
式
書
に
焦
点
を
あ
て
て

検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
、
最
も
早
い
段
階
に
成
る
「
国
幣
官
社
祭
式
」
に
つ
い
て
、

そ
の
次
第
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
（
（（
（

。

　

祈
年
祭

二
月
四
日
国
幣
官
社
ニ
於
テ
祭
之
／
知
事
散
斎
三
日
致
斎
一
日
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参
事
以
下
庁
中
致
斎
一
日
此
日
廃
務
／
祭
日
観
察
ヲ
シ
テ
祭
庭
ヲ
糺

寮
セ
シ
ム　

兵
員
ヲ
シ
テ
社
頭
ヲ
警
衛
セ
シ
ム
／
祭
日
刑
獄
ヲ

止
メ
仏
事
ヲ
停
ム　
梵
鐘
ヲ

禁
止
ス

　
　

次
第

早
旦
神
官
神
殿
ヲ
装
飾
シ
舗
設
ヲ
具
ス
図
式
ノ

如
シ

／
巳
刻
宮
司
以
下

着
座
同
上
／
次
地
方
官
参
事
以
下
着
座
同
上
／
次
宮
司
殿
ニ
昇
リ

御
扉
ヲ
開
ク
／
此
間
神
楽
ヲ
奏
ス
／
次
宮
司
祝
詞
ヲ
奏
ス
／
次

知
事
参
向
シ
テ
幄
舎
ニ
着
ク
権
宮
司
神

門
ニ
迎
フ
手
水
ア
リ
／
次
神
饌
ヲ
供

ス
宮
司
以
下

供
之
・
・
／
次
庁
掌
御
幣
櫃
ヲ
門
内
ニ
入
レ
砌
下
ニ
置
ク
／
次

知
事
祓
座
ニ
着
キ
解
除
ノ
儀
ア
リ
儀
別
ニ

載
ス
・
／
次
知
事
拝
殿
ニ
昇
リ

著
座
ス
／
次
庁
掌
幣
帛
ヲ
出
シ
属
ニ
授
ク
属
執
テ
殿
ニ
昇
リ
案

上
ニ
置
ク
図
式
ノ

如
シ
・
／
次
知
事
両
段
再
拝
八
開
手
ヲ
拍
ツ
神
官
地
方

官
共
ニ
応
之
／
次
宮
司
幣
帛
ヲ
神
前
ノ
案
上
ニ
奉
ル

次
知
事
ノ
ー
ヲ
奏
ス
訖
テ
再
拝
／
次
宮
司
知
事
ノ
前
ニ
進
ミ

テ
ー（

マ

ーマ
）
ヲ
請
ケ
神
前
ニ
奉
リ
知
事
ノ
前
ニ
復
リ
テ
返
祝
詞
ヲ
申

ス
拍
手
大
小
知
事
応
之
／
次
知
事
玉
串
ヲ
執
テ
拝
礼
拍
手
大
小
畢
テ

幄
舎
ニ
帰
座
ス
（
以
下
略
）

　

祭
典
訖
テ
後
便
宜
ノ
所
ニ
於
テ
知
事
以
下
ノ
官
員
神
官
ニ
会

シ
神
供
神
酒
ヲ
賜
ヒ
直
会
ノ
事
ヲ
行
フ

　
（
棒
線
部
筆
者
注
）

　

こ
の
次
第
に
よ
れ
ば
、
宮
司
の
祝
詞
奏
上
後
、
神
饌
が
供
さ
れ
る

（
献
饌
）
間
に
、
知
事
が
参
向
し
幄
舎
に
着
き
、
手
水
が
あ
り
、
つ

ぎ
に
祓
座
に
付
い
て
「
解
除
ノ
儀
」
を
行
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
次
宮
司
知
事
ノ
前
ニ
進
ミ
テ
ー
ー
ヲ
請
ケ
神
前
ニ
奉
リ
知
事

ノ
前
ニ
復
リ
テ
返
祝
詞
ヲ
申
ス
」
と
あ
り
、
勅
祭
の
次
第
に
見
ら
れ

る
祓
の
行
事
や
返
祝
詞
こ
と
な
ど
、
小
中
村
は
、
勅
祭
社
に
準
じ
た

祭
式
を
構
想
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、「
府
藩
県
社
尋
常
祭
式
」
で
は
、
手
水
を
始
め
、
祓
に
関

す
る
行
事
は
な
く
、
官
国
幣
社
と
、
府
藩
県
社
以
下
の
神
社
に
つ
い

て
、
勅
祭
に
関
連
す
る
行
事
を
も
っ
て
、
区
別
し
て
い
た
よ
う
で
あ

る
（
（（
（

。

　

こ
う
し
た
小
中
村
の
祭
式
の
構
想
と
神
社
祭
式
と
の
関
わ
り
を
窺

え
る
の
が
、
明
治
五
年
二
月
に
行
わ
れ
る
祈
年
祭
に
際
し
て
制
定
さ

れ
た
「
官
国
幣
社
祈
年
祭
式
」（
以
下
、「
祈
年
祭
式
」
と
す
る
）
で
あ

り
、
当
日
の
次
第
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
（
（（
（

。

早
旦
神
官
神
殿
ヲ
装
飾
シ
舗
設
ヲ
具
ス
／
朝
第
八
字
宮
司
以
下

神
官
幄
舎
ニ
着
ク
／
次
長
官
以
下
官
員
幄
舎
ニ
着
ク
手
水
ノ

儀
ア
リ
次
属

幣
櫃
ヲ
門
内
ニ
入
レ
砌
下
ニ
置
ク
／
次
宮
司
殿
ニ
昇
り
御
扉
ヲ

開
ク
／
此
間
奏
楽
神
楽
歌
或
ハ
社
頭

相
伝
ノ
楽
等
適
宜
次
宮
司
祝
詞
ヲ
奏
ス
／
祝
詞（
略
）

／
此
間
奏
楽
／
次
宮
司
以
下
神
饌
ヲ
供
ス
訖
テ
神
官
一
同

列
坐
拍
手
拝

／
此
間
奏

楽
／
次
長
官
殿
ニ
昇
リ
着
座
ス
／
次
属
幣
物
ヲ
辛
櫃
ヨ
リ
出
シ

殿
ニ
昇
リ
案
上
二
置
ク
案
予
便
宜
ノ
所
ニ
備
置
ヘ
シ
此

ハ
幣
物
ヲ
仮
ニ
置
ヘ
キ
設
也

／
次
長
官
幣
物
ヲ

神
前
ノ
案
上
二
置
テ
奉
之
／
次
長
官
祝
詞
ヲ
奏
ス
拍
手

再
拝【
祝
詞

略
】
／
次
長
官
玉
串
ヲ
執
テ
拝
礼
拍
手

二
度
／
訖
テ
下
殿
シ
幄
舎
ニ
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帰
坐
ス
長
官
ノ
玉
串
ハ
大
属
執
テ
昇

殿
シ
長
官
ノ
傍
ニ
就
テ
渡
之
／
次
宮
司
同
上
拝
礼
拝
訖
テ
下
殿
セ
ス
本
坐
ニ

復
ス
○
宮
司
ノ
玉
串
ハ
権

禰
宜
執
テ
昇
殿
シ
授
ル

コ
ト
大
属
ノ
儀
ニ
準
ス
／
次
権
宮
司
以
下
神
官
拝
礼
／
次
地
方
官
員
拝

礼
／
次
宮
司
以
下
幣
物
及
神
饌
ヲ
撤
ス
／
此
間
奏
楽
／
次
宮
司

御
扉
ヲ
閉
ツ
訖
テ
下
殿
シ
幄
舎
ニ
帰
坐
ス
／
此
間
奏
楽
／
次
長

官
以
下
官
員
神
官
退
出

　
「
祈
年
祭
式
」
で
は
、
官
幣
社
、
国
幣
社
で
共
通
の
行
事
次
第
で

あ
り
、
宮
司
と
使
で
あ
る
地
方
の
長
官
が
、
祭
典
の
開
始
時
か
ら
幄

舎
に
着
座
し
て
い
る
次
第
と
な
っ
て
い
る
。
地
方
の
長
官
以
下
官
員

が
幄
舎
に
着
く
と
手
水
の
儀
が
行
わ
れ
る
が
、
官
幣
社
の
次
第
で

あ
っ
て
も
、「
修
祓
」
や
「
返
祝
詞
」
と
い
っ
た
行
事
は
記
さ
れ
て

い
な
い
。

　

ま
た
、
次
に
見
る
『
地
方
祭
典
』
は
、「
地
方
祭
典
定
則
」
の
制

定
を
う
け
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
国
幣
社
以
下
の
社
格
に
応

じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
祭
祀
、
神
事
の
祭
式
を
示
し
た
内
容
と

な
っ
て
い
る
（
（（
（

。

　

そ
の
祭
式
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
祈
年
祭
、
新
嘗
祭
、
例
祭
と
も

共
通
の
次
第
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
国
幣
社
の
祈
年
祭
に

つ
い
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

国
幣
官
社
祭
式
／
○
祈
年
祭
次
第

早
旦
神
官
神
殿
ヲ
装
飾
シ
舗
設
ヲ
具
ス
図
式
ノ

如
シ

／
祭
式
時
刻
ニ
至

リ
宮
司
以
下
神
官
幄
舎
ニ
着
ク
／
次
参
事
以
下
官
員
幄
舎
ニ
着

ク　
手
水
の

儀
ア
リ
／
次
宮
司
殿
ニ
昇
リ
御
扉
ヲ
開
ク
／
此
間
神
楽
歌
ヲ

奏
ス
／
次
宮
司
祝
詞
ヲ
奏
ス
／
【
祝
詞
略
】
／
次
長
官
幄
舎
ニ

着
ク　
手
水
ノ

儀
ア
リ
／
次
庁
掌
御
幣
櫃
ヲ
門
内
ニ
入
レ
砌
下
ニ
置
ク
／

次
宮
司
以
下
神
饌
ヲ
伝
供
ス　

／
此
間
神
楽
歌
ヲ
奏
ス
／
次
長

官
殿
ニ
昇
殿
着
坐
ス
／
次
庁
掌
幣
物
ヲ
辛
櫃
ヨ
リ
出
シ
属
ニ
授

ク
属
受
テ
殿
ニ
昇
リ
案
上
ニ
置
ク
／
次
宮
司
幣
帛
ヲ
神
前
ノ
案

上
ニ
奉
リ
八
開
手
ヲ
拍
ツ
訖
テ
本
坐

ニ
復
ス

／
次
長
官
神
殿
ニ
進
ミ
両
段

再
拝
訖
テ
祝
詞
ヲ
奏
ス
【
祝
詞
略
】
／
次
宮
司
長
官
ノ
前
ニ
進

ミ
テ
祝
詞
ヲ
請
ケ
神
前
ニ
奉
リ
長
官
ノ
前
ニ
還
リ
テ
祝
詞
ヲ
奉

タ
ル
由
ヲ
申
シ
拍
手
二度
長
官
応
之　
（
以
下
略
）

　
（
棒
線
部
筆
者
注
）

　
『
地
方
祭
典
』
で
は
、
宮
司
の
祝
詞
奏
上
献
饌
に
か
け
て
、
地
方

の
長
官
の
手
水
が
あ
り
、
献
饌
の
後
に
、
地
方
の
長
官
が
昇
殿
、
著

坐
す
る
こ
と
や
、
案
上
に
置
か
れ
た
幣
帛
を
宮
司
が
奉
り
、
長
官
の

奏
上
し
た
祝
詞
を
宮
司
が
受
け
て
、
神
前
に
奉
り
、
そ
の
こ
と
を
長

官
に
伝
え
る
と
い
っ
た
返
祝
詞
に
倣
っ
た
行
事
が
あ
る
な
ど
、
小
中

村
が
明
治
四
年
七
月
以
前
に
草
し
た
「
国
幣
官
社
祭
式
」
と
近
似
し

た
次
第
と
な
っ
て
い
る
。
但
し
、
使
に
対
す
る
手
水
は
あ
る
も
の
の
、

祓
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
新
嘗
祭
、
例
祭
と
も
に
同
様
の
次

第
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
府
県
社
祭
式
」
で
は
、
神
殿
の
装
飾
の
後
、
祠
官
祠
掌
、
参
事

以
下
の
着
坐
、
祠
官
に
よ
る
開
扉
、
祝
詞
奏
上
、
献
饌
、
祠
官
が
神

前
に
幣
物
を
奉
り
、
祠
官
の
玉
串
を
執
り
拝
礼
、
参
事
以
下
拝
礼
、
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撤
饌
、
閉
扉
、
退
下
と
い
う
次
第
で
あ
る
。
新
嘗
祭
、
例
祭
に
つ
い

て
も
同
様
の
行
事
次
第
で
あ
り
、
郷
社
祭
式
に
つ
い
て
は
、「
府
県

社
祭
式
」
に
準
じ
て
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
『
地
方
祭
典
』
の
祭
式
で
は
、
国
幣
社
と
府
県
社
以
下
の
祭
典
に

お
い
て
、
行
事
次
第
に
差
異
を
設
け
て
お
り
、
返
祝
詞
、
手
水
の
行

事
は
国
幣
社
の
み
の
行
事
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
国
幣
社
以
下

の
祭
式
に
は
、
祓
の
行
事
が
一
切
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。

　

そ
し
て
、
小
中
村
が
関
わ
っ
た
と
さ
れ
る
祭
式
書
に
、
官
幣
社
以

下
の
行
事
次
第
を
内
容
と
す
る
『
祭
式
』、『
祭
式
』
に
掲
げ
ら
れ
る

行
事
や
調
度
類
に
つ
い
て
、
項
目
を
立
て
て
い
る
『
祭
儀
』
が
あ
る
。

両
書
は
、
そ
の
内
容
か
ら
対
を
な
す
も
の
と
し
て
、
両
書
が
「
神
社

祭
式
」
の
制
定
に
あ
た
り
参
考
さ
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
が
な

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
（（
（

。
両
書
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
諸
本

が
確
認
さ
れ
る
が
、
神
社
本
庁
に
は
、『
祭
式
』、『
祭
儀
』
の
写
本

が
一
冊
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
表
題
に
「
正
二
位
大
教
正
近
衛
忠
房

従
五
位
大
教
正
千
家
尊　

謹
撰
」

と
あ
る
。
明
治
六
年
四
月
に
書
写
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
両

書
と
も
に
上
申
さ
れ
た
当
時
の
内
容
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

以
下
、『
祭
儀
』『
祭
式
』
に
つ
い
て
は
、
神
社
本
庁
所
蔵
本
に
拠
る

こ
と
に
し
た
。

　

ま
ず
、『
祭
儀
』
に
つ
い
て
は
、
拝
礼
（
八
開
手
・
両
段
再
拝
・
拍

手
・
略
神
拝
）、
散
斎
、
致
斎
、
警
儀
、
装
飾
、
舗
設
、
平
闔
・
神

楽
・
解
除
・
祝
詞
・
幣
物
・
神
饌
・
玉
串
・
志
泥
・
麻
・
庭
燈
・
神

籬
の
項
目
を
掲
げ
て
い
る
。

　

解ハ
ラ
エ除
の
項
目
で
は
、「
祓
ノ
座
ニ
八
足
ノ
机
ヲ
設
ケ
切
麻
図
ア
リ

ヲ
置

ク
座
ニ
着
テ
祝
詞
ヲ
読
ミ
微
音
次
ニ
切
麻
ヲ
採
テ
身
体
ヲ
摩
デ
口
気

ヲ
吹
キ
懸
テ
坐
ノ
前
ニ
棄
置
ク
ナ
リ
」
と
し
て
い
る
。

　

な
お
、
同
書
に
は
手
水
に
関
す
る
記
載
が
な
い
が
、『
祭
儀
』
の

前
段
階
と
な
る
作
業
に
お
い
て
は
、「
手
水
」
の
項
目
が
あ
り
、「
神

門
ノ
傍
ニ
水
桶
ヲ
置
キ
白
紙
ヲ
竹
ニ
挿
ミ
社
人
一
人
侍
シ
テ
参
向
ノ

官
員
ニ
盥
漱
セ
シ
ム
」
と
の
条
文
が
あ
り
、
附
紙
に
「
コ
レ
ハ
モ
ト

国
幣
社
祭
典
式
ノ
儀
ヨ
リ
シ
テ
設
ケ
タ
ル
條
也
サ
レ
ハ
神
門
ノ
傍
ニ

云
々
ト
ア
ル
上
ニ
祈
年
新
嘗
等
ノ
祭
ノ
時
ナ
ト
云
文
ヲ
加
フ
ヘ
キ
…

（
小
中
村
印
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
（（
（

。
小
中
村
が
「
地
方
祭
典
」
同
様
、

国
幣
社
の
祭
典
に
地
方
の
官
員
が
参
向
す
る
際
の
行
事
と
し
て
、
手

水
を
行
う
も
の
、
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

た
だ
し
、
解
除
に
つ
い
て
官
幣
社
の
行
事
で
あ
る
と
い
う
解
説
は

な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
記
述
か
ら
、
祓
の
座
に
着
き
、
祝
詞
を
読

み
、
切
麻
で
身
体
を
祓
う
作
法
を
行
う
の
は
、
祭
祀
に
奉
仕
す
る

個
々
人
で
あ
り
、
修
祓
の
行
事
が
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　

で
は
、
小
中
村
や
神
祇
官
人
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
『
祭
儀
』
の

行
事
は
、『
祭
式
』
の
次
第
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。

　

同
書
の
目
次
に
は
「
官
幣
国
幣
官
社
式
」（
祈
年
祭
・
新
嘗
祭
・
例
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祭
）、「
府
県
郷
村
社
式
」（
祈
年
祭
・
新
嘗
祭
・
例
祭
）、「
以
下
祭
式

官
社
以
下
神
社
一
般
之
通
規
ト
ス
」
と
し
て
、
元
始
祭
・
神
武
天
皇

御
陵
遥
拝
・
天
長
節
祭
・
大
祓
を
掲
げ
て
い
る
。

　
「
官
幣
国
幣
官
社
式
」
で
は
、
官
幣
社
と
国
幣
社
は
共
通
の
内
容

で
あ
り
、
祈
年
祭
・
新
嘗
祭
・
例
祭
の
行
事
次
第
も
同
様
と
な
っ
て

い
る
。

　

で
は
、
そ
の
祭
式
の
内
容
に
つ
い
て
、
祈
年
祭
を
見
る
と
、
行
事

の
な
か
に
は
、
割
注
に
お
い
て
若
干
の
文
言
が
追
加
さ
れ
て
い
る
も

の
が
あ
る
程
度
で
、
明
治
五
年
二
月
の
「
祈
年
祭
式
」
の
行
事
次
第

に
お
い
て
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
長
官
以
下
官
員
が
幄
舎
に
着
き
、

手
水
の
儀
が
あ
る
の
み
で
、「
修
祓
」
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

ま
た
、「
府
県
社
祭
式
」
に
お
い
て
も
、「
早
旦
神
官
神
殿
ヲ
装
飾

シ
鋪
設
ヲ
具
ス
／
朝
第
八
字
祠
官
祠
掌
着
坐
／
次
参
事
以
下
着
坐

手
水
ノ

儀
ア
リ
」
と
あ
っ
て
、
参
向
す
る
官
員
に
対
し
て
は
、
官
国
幣
社
同
様
、

手
水
の
行
事
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　

官
幣
社
以
下
、
い
ず
れ
の
祭
典
に
お
い
て
も
参
向
す
る
官
人
は
勅

使
で
は
な
く
、
地
方
の
長
官
（
知
事
）
と
な
っ
て
い
る
。『
祭
式
』

の
立
案
者
達
か
ら
す
れ
ば
、
官
幣
社
の
例
祭
に
お
い
て
も
勅
使
の
参

向
は
な
く
、
使
と
な
る
地
方
の
官
人
に
対
し
て
、
祓
を
行
う
必
要
性

を
認
め
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
明
治
六
年
二
月
に
は
、
官
幣
社
の
祭
典
に
は
地
方
官
が

参
向
す
る
こ
と
が
布
告
さ
れ
、
こ
れ
を
う
け
て
式
部
寮
達
番
外
「
官

幣
諸
社
官
祭
式
」
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
（（
（

。

　

そ
の
次
第
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

早
旦
神
官
神
殿
ノ
御
装
束
ヲ
奉
仕
ス
／
午
前
第
八
時
知
事
以
下

社
頭
ニ
参
向
シ
神
門
外
ニ
於
テ
手
水
ノ
儀
ア
リ
／
次
知
事
以
下

同
所
祓
ノ
幄
ニ
著
ク
神
官
祓
ノ
詞
ヲ
読
ミ
榊
ノ
枝
ヲ
執
テ
祓
フ

／
次
知
事
以
下
神
門
ヲ
入
リ
幄
舎
ニ
候
ス
／
次
属
御
幣
櫃
ニ
副

テ
進
ミ
庭
上
ノ
便
所
ニ
置
ク
／
次
神
官
ノ
長
官
祭
儀
具
ス
ル
ノ

由
ヲ
知
事
ニ
申
ス
／
次
開
扉
神
官
ノ
長
官
之
ヲ
勤
ム
／
神
楽
歌
ヲ
奏
ス

神
官
奏
楽
ヲ
心
得
サ
レ
ハ
之
ヲ

略
ス
ル
モ
妨
ケ
ナ
シ
下
同
シ

／
次
属
御
幣
物
ヲ
辛
櫃
ヨ
リ
出
シ
殿
ニ
昇

リ
仮
ニ
案
上
ニ
置
ク
案
ハ
予
メ
便
宜
ノ
所
ニ
設
ク
／
次
神
官
ノ

長
官
御
幣
物
ヲ
執
テ
神
前
ノ
案
上
ニ
奉
リ
再
拝
拍
手
シ
テ
退
ソ

ク
／
次
知
事
殿
ニ
昇
リ
先
二
拝
祝
詞
ヲ
奏
シ
又
二
拝
祝
詞
ヲ
懐

ニ
シ
本
ノ
幄
舎
ニ
退
ソ
ク
／
次
神
饌
ヲ
撤
ス
神
官
之
ヲ
勤
ム
／

神
楽
歌
ヲ
奏
ス
／
次
閉
扉
神
官
ノ
長
官
之
ヲ
勤
ム
／
神
楽
歌
ヲ

奏
ス
／
次
知
事
以
下
退
出
ス

　

こ
の
次
第
で
は
、「
祈
年
祭
式
」
の
他
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
祭

式
の
内
容
と
比
べ
る
と
、
行
事
次
第
に
お
い
て
、
大
き
な
変
更
が
見

ら
れ
る
。
そ
の
要
点
と
し
て
、
①
神
饌
の
奉
献
の
前
に
宮
司
の
祝
詞

奏
上
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
削
ら
れ
、
祝
詞
の
奏
上
は
、
神
饌
・
幣

物
の
奉
献
後
の
知
事
に
よ
る
奏
上
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、

②
祭
典
前
に
神
官
の
長
官
に
よ
っ
て
、
知
事
に
「
祭
儀
具
ス
ル
ノ

由
」
が
告
げ
ら
れ
る
こ
と
、
③
知
事
以
下
が
祓
の
幄
に
お
い
て
、
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「
修
祓
」
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
④
玉
串
を
執
り
拝
礼
が
な
く

な
っ
た
こ
と
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。
①
を
除
く
と
、
凡
そ
明
治
三
年
以

降
、
新
儀
に
か
か
る
大
奉
幣
の
行
事
次
第
の
内
容
を
反
映
し
た
も
の

と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
式
部
寮
で
は
独
自
の
祭
式
の
構
想
を
示
し
、
そ
の

一
方
で
、
翌
四
月
に
は
、
神
祇
省
期
に
お
け
る
官
国
幣
社
共
通
の
祭

式
の
構
想
を
持
つ
『
祭
式
』
が
上
申
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

式
部
寮
で
は
、
引
き
続
き
『
祭
式
』
に
つ
い
て
の
編
集
が
な
さ
れ
、

明
治
七
年
四
月
段
階
に
お
い
て
成
案
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
翌
八
年

四
月
、
式
部
寮
達
「
神
社
祭
式
」
が
制
定
さ
れ
、
官
幣
社
と
国
幣
社

に
つ
い
て
の
祭
祀
、
神
事
に
関
す
る
祭
式
が
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
（
（（
（

。

　

こ
こ
で
、
官
幣
社
の
例
祭
の
次
第
を
み
て
お
き
た
い
（
（（
（

。

地
方
ノ
長
官
以
下
祭
ニ
関
ル
官
員
及
神
官
共
ニ
前
日
ヨ
リ
斎
戒

シ
地
方
ノ
長
官
正
庁
ニ
臨
ミ
御
幣
物
ヲ
点
検
シ
属
ニ
附
ス

当
日
早
旦
神
官
神
殿
ヲ
装
飾
ス
／
午
前
第
八
時
神
官
ノ
長
官
以

下
幄
舎
ニ
著
ク
／
次
地
方
ノ
長
官
以
下
社
頭
ニ
参
向
シ
神
門
外

ニ
於
テ
手
水
ノ
儀
有
リ
／
次
同
官
以
下
祓
ノ
幄
ニ
著
ク
神
官
祓

ノ
詞
ヲ
読
ミ
榊
ノ
枝
ヲ
執
テ
祓
フ
／
【
祓
詞
略
】
／
次
同
官
以

下
神
門
ヲ
入
リ
幄
舎
ニ
候
ス
／
次
属
御
幣
櫃
ニ
副
テ
進
ミ
庭
上

ノ
便
所
ニ
置
ク
／
次
神
官
ノ
長
官
祭
儀
具
ス
ル
ノ
由
ヲ
地
方
ノ

長
官
ニ
申
ス
／
次
同
官
殿
ニ
昇
リ
御
扉
ヲ
開
キ
畢
テ
側
ニ
候
ス

／
此
間
奏
楽
／
次
同
次
官
以
下
神
饌
ヲ
伝
供
ス
／
此
間
奏
楽
／

次
属
御
幣
物
ヲ
辛
櫃
ヨ
リ
出
シ
殿
ニ
昇
リ
仮
ニ
案
上
ニ
置
ク 

案
ハ
予
メ
便
宜

ノ
所
ニ
設
ク

／
次
神
官
ノ
長
官
御
幣
物
ヲ
執
テ
神
前
ノ
案
上
ニ
奉

ル 

再
拝
拍
手
／
次
地
方
ノ
長
官
殿
ニ
昇
リ
祝
詞
ヲ
奏
ス 

再
拝
拍
手
／
【
祝

詞
略
】
／
次
同
官
玉
串
ヲ
献
テ
拝
礼
畢
テ
下
殿
幄
舎
ニ
復

ス 

玉
串
ヲ
附
ス
ル

儀
祈
年
祭
ニ
同
シ
／
次
同
官
員
拝
礼
／
次
神
官
ノ
長
官
玉
串
ヲ
献

リ
拝
礼
畢
テ
本
処
ニ
復
ス 

玉
串
ヲ
附
ス
ル
儀

祈
年
祭
ニ
同
シ 

次
同
次
官
以
下
拝
礼
／

次
同
官
以
下
御
幣
物
及
神
饌
ヲ
撤
ス
／
此
間
奏
楽
／
次
同
長
官

御
扉
ヲ
閉
ヅ
畢
テ
下
殿
幄
舎
ニ
復
ス
／
此
間
奏
楽
／
次
各
退
出

　

こ
の
次
第
で
は
、「
官
幣
諸
社
官
祭
式
」
と
同
様
、
①
地
方
の
長

官
に
よ
る
祝
詞
奏
上
、
②
「
祭
儀
具
ス
ル
ノ
由
」、
③
「
修
祓
」
が

行
わ
れ
、
こ
れ
に
地
方
官
、
神
官
双
方
に
よ
る
「
玉
串
ヲ
献
テ
拝

礼
」
が
加
え
ら
れ
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
参
向
す
る
地
方

官
員
に
つ
い
て
は
、
幄
舎
に
着
く
ま
で
に
手
水
が
あ
る
が
、
神
官
側

に
お
い
て
は
、
何
れ
の
祭
典
に
お
い
て
も
手
水
の
記
載
が
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
式
部
寮
で
は
、
祭
典
の
開
始
に
先
立
ち
、
禊
祓
に
関

わ
る
行
事
は
使
を
対
象
と
し
、
と
り
わ
け
明
治
期
以
降
、
勅
祭
に
お

い
て
実
施
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
伝
統
を
残
す
形
で
官
幣
社
の

例
祭
に
祭
典
に
先
立
ち
、
使
を
対
象
と
し
て
「
修
祓
」
を
行
う
こ
と

と
し
た
の
で
あ
る
。
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五
　
祓
詞
に
つ
い
て

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
明
治
初
年
の
勅
祭
で
は
、
祓
詞

が
読
ま
れ
、
勅
使
を
祓
う
行
事
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
祓
詞
と
は
、

古
代
以
降
の
伝
統
に
基
づ
き
、
中
臣
祓
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

中
臣
祓
は
、
大
祓
詞
が
奏
上
体
の
形
式
を
以
て
用
い
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
、
国
家
行
事
と
し
て
の
大
祓
が
衰
退
後
、
僧
侶
や
陰
陽
師
に

よ
る
私
的
祈
祷
に
用
い
ら
れ
て
い
っ
た
（
（（
（

。
ま
た
、
朝
廷
の
神
事
に
お

い
て
も
、
天
皇
の
御
贖
の
儀
や
行
幸
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
御
禊
や

春
日
祭
の
社
頭
の
儀
に
際
し
て
の
祓
な
ど
、
こ
の
中
臣
祓
が
奏
上
さ

れ
、
朝
野
に
わ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
事
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
近

世
後
期
に
入
り
、
国
学
が
興
隆
す
る
と
、
賀
茂
真
淵
の
『
祝
詞
考
』

や
本
居
宣
長
の
『
大
祓
詞
後
釈
』
を
は
じ
め
、
国
学
者
に
よ
っ
て
大

祓
詞
に
つ
い
て
実
証
的
な
研
究
の
対
象
と
な
る
と
と
も
に
、
大
祓
詞

は
大
祓
の
儀
式
の
な
か
で
読
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
中
臣
祓
を
神
前

で
奏
上
す
る
こ
と
を
批
判
す
る
主
張
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
（（
（

。
神

祇
官
に
あ
っ
て
、
国
家
祭
祀
を
担
当
す
る
殆
ど
の
者
た
ち
が
、
彼
ら

国
学
者
の
道
統
に
連
な
る
者
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
国
家
祭
祀

に
中
臣
祓
を
用
い
な
い
祓
の
あ
り
方
を
模
索
し
た
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。

　

明
治
初
期
に
お
け
る
公
的
祭
祀
・
神
事
に
お
い
て
、
祓
の
行
事
が

行
わ
れ
て
い
る
例
は
、
祓
詞
を
用
い
な
い
場
合
の
も
の
と
、
中
臣
祓

以
外
の
祓
詞
を
用
い
る
場
合
の
も
の
と
が
確
認
で
き
る
。

　

ま
ず
、
前
者
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
慶
応
四
年
三
月
十
四
日
、

「
天
神
地
祇
御
誓
祭
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
明
治
天
皇
に

よ
っ
て
五
カ
条
の
御
誓
文
が
宣
読
さ
れ
、
諸
候
が
就
約
を
行
っ
た
こ

と
で
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
儀
式
は
神
式
に
よ
っ
て
斎
行
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。

　

そ
の
次
第
は
、

塩
水
行
事
／
散
米
行
事
／
神
祇
督
着
座
／
神
於
呂
志
神
歌
／
献

供
／
天
皇
出
御
／
御
祭
文
読
上
／
天
皇
御
神
拝
／
御
誓
書
読
上

／
公
卿
諸
侯
就
約
／
天
皇
入
御
／
撤
供
／
神
阿
計
神
歌
／
神
祇

督
勤
レ

之
／
群
臣
退
出

と
あ
り
、
天
皇
が
出
御
し
て
、
三
条
実
美
に
よ
る
祝
詞
の
奏
上
後
、

天
皇
親
か
ら
幣
帛
で
あ
る
御
玉
串
が
奉
ら
れ
た
。
そ
の
祭
式
の
な
か

で
、
天
皇
の
出
御
前
に
、「
塩
水
行
事
」、「
散
米
行
事
」
が
行
わ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
祓
具
を
用
い
、
祭
場
を
清
め
る
た
め
に
、
神
前
ほ
か
四

方
を
祓
う
こ
と
が
行
わ
れ
た
（
（（
（

。
こ
の
次
第
を
起
草
し
た
六
人
部
是
愛

は
、
父
是
香
の
祭
式
書
に
倣
い
、
神
宮
祭
祀
の
祓
の
古
儀
に
基
づ
き
、

祓
詞
を
用
い
な
い
形
で
祓
を
考
え
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
（（
（

。

　

後
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
他
に
は
、
清
祓
が
あ
げ
ら
れ
る
。
同
行

事
で
は
、
罪
・
穢
を
払
拭
す
る
た
め
、
そ
の
土
地
や
建
物
を
対
象
に

行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
宮
中
で
は
大
祓
が
衰
退
し
た
後
、
吉
田
家

の
奉
仕
に
よ
り
、
清
祓
を
以
て
、
祓
の
神
事
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
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明
治
に
入
り
、
早
い
時
期
に
確
認
さ
れ
る
清
祓
の
例
は
、
神
社
の

創
建
に
際
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
幕
末
期
よ
り
、

社
殿
が
創
建
さ
れ
、
祭
祀
が
営
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
白
峰
宮

で
あ
る
（
（（
（

。

　

明
治
元
年
九
月
四
日
、
白
峰
宮
で
は
「
新
宮
清
祓
式
」
を
始
め
、

「
大
殿
祭
式
」「
御
門
祭
式
」「
鎮
火
祭
式
」「
地
主
神
祭
式
」「
道
饗

祭
」
と
い
っ
た
一
連
の
祭
典
が
執
り
行
わ
れ
た
。
そ
の
次
第
は
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
（（
（

。

当
日
早
旦
神
座
敷
設
／
其
儀
置
高
案
一
脚
于
神
殿
中
央
建
神
籬

／
次
迎
神
詞
／
掛
巻
毛
畏
支
祓
所
乃
大
神
等
此
乃
伊
豆
乃
真
栄
木
乃

神
籬
尓
於
利
麻
志
万
世
／
次
献
神
饌
／
次
祝
詞
／
今
献
留
御
饌

御
酒
御
肴
袁
受
給
比弖
此
乃
宮
所
尓
挂
里止
挂
留
枉
事
罪
穢
袁
祓
比
玉
比
清
米

玉
閉止
畏
美

畏
美
毛
白
須
／

次
天
津
祝
詞
／
高
天
原
尓

神
留
里

坐
須

云
々
（
以
下
略
）
／
次
修
禊
事
／
其
儀
以
榊
小
枝
掃
祠
殿
四
方

左
右
左

畢
蒔
米
散
塩
亦
各
向
四
方
儀
如
榊
／
次
撤
神
供
／
次
送
詞

／
掛
巻
毛
畏
支
祓
所
乃
大
神
等
本
乃
御
座
尓
復
利
鎮
利
坐
世登
白
須
／
退
出

　

こ
の
次
第
で
は
、
祓
戸
神
を
祭
神
と
し
、
降
神
、
献
饌
、
祝
詞
の

奏
上
の
後
、「
天
津
祝
詞
」
が
読
ま
れ
、「
修
禊
事
」
が
行
わ
れ
る
。

な
お
、
翌
年
の
鎌
倉
宮
の
造
営
の
際
に
は
、「
清
祓
式
」
ほ
か
、
他

の
祭
儀
も
、
白
峰
宮
と
同
様
に
行
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
「
天
津
祝
詞
」
は
、
祝
詞
文
の
冒
頭
か
ら
中
臣
祓
詞
と
も
思

わ
れ
る
が
、「
禊
の
祓
詞
」
で
あ
る
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
。

　

禊
の
祓
詞
は
、
古
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の

か
は
不
明
で
あ
る
が
、
吉
田
家
で
は
「
八
部
祓
」
の
一
つ
と
し
、
天

皇
の
御
拝
の
作
法
と
し
て
、
こ
れ
を
伝
授
し
て
い
る
（
（（
（

。
ま
た
、
白
川

家
や
神
宮
に
お
い
て
も
伝
来
の
禊
の
祓
詞
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
流

派
か
ら
、
神
職
等
が
こ
れ
を
受
容
す
る
こ
と
も
な
さ
れ
た
。

　

国
学
者
平
田
篤
胤
は
大
祓
詞
の
文
中
に
あ
る
「
天
津
祝
詞
太
祝

詞
」
に
つ
い
て
、
大
祓
の
際
に
奏
上
し
て
い
た
祝
詞
が
存
在
し
て
い

た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
「
天
津
祝
詞
」
は
、
天
津
神
よ
り
教
え
伝

え
ら
れ
た
祝
詞
と
し
て
、
大
祓
の
際
に
奏
上
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、

時
代
を
経
て
祝
詞
の
み
が
伝
わ
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
し
、
祓

戸
の
神
々
に
対
し
て
奏
上
さ
れ
る
「
禊
の
祓
詞
」
が
、
当
該
祝
詞
で

あ
る
と
し
て
、
吉
田
・
白
川
・
伊
勢
・
垂
加
の
各
神
道
家
に
伝
わ
る

禊
の
祓
詞
を
検
証
し
た
。
そ
の
う
ち
、
垂
加
神
道
に
伝
来
す
る
も
の

が
最
も
妥
当
で
あ
る
と
し
、
そ
の
詞
に
篤
胤
が
加
筆
修
正
し
た
も
の

を
「
天
津
祝
詞
」
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

宮
廷
で
の
臨
時
の
清
祓
は
室
町
時
代
以
後
吉
田
家
の
司
る
と
こ
ろ

と
な
り
、
応
仁
の
乱
で
一
時
中
絶
し
た
恒
例
の
大
祓
も
、
元
禄
四
年

（
一
六
九
一
）
の
再
興
後
、
吉
田
家
が
清
祓
と
称
し
て
幕
末
ま
で
奉
仕

し
、
内
侍
所
の
西
庭
で
行
な
っ
た
（
（（
（

。

　

明
治
二
年
六
月
十
八
日
、
十
二
月
十
九
日
は
、
吉
田
良
義
の
奉
仕

に
よ
り
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
の
祭
式
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
吉
田
家
流
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
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最
後
の
清
祓
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
翌
明
治
三
年
六
月
、
こ

の
と
き
の
清
祓
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
次
第
で
行
わ
れ
た
（
（（
（

。

先
設
祓
具
／
次
庭
燎
／
次
北
階
ヲ
昇
リ
清
手
水
／
次
着
坐
／
次

二
拝
／
次
大
祓
詞
／
次
拍
手
二
／
次
祝
詞
／
次
拍
手
二
／
次
二

拝
／
次
進
テ
執
榊
祓
除 

左
右
左

三
度

／
次
執
榊
昇
北
階
経
御
後
入
内

陣
祓
除
如
前
経
路
下
殿
／
次
御
服
所
々
南
於
階
下
授
弁
官
／
次

弁
官
献　

御
前
／
次
以
弁
官
返
賜　

初
所
／
次
一
揖
訖
テ
撤
祓

具
／
次
撤
庭
燎
／
次
各
退
出

　
　

祝
詞

高
天
原
尓
神
留
坐
須
神
魯
伎
神
魯
美
乃
命
以
弖
皇
御
祖
伊
邪
那
岐

命
筑
紫
日
向
乃
橘
乃
小
門
乃
阿
波
岐
原
仁
御
禊
祓
比
給
比之
時
尓
生
坐
留

祓
戸
乃
大
神
等
諸
乃
枉
事
罪
穢
有
牟
乎
婆

祓
比
給
比
清
米
給
閇止
申
事
乃
由
乎

天
津
神
国
津
神
八
百
万
乃
神
等
共
尓
天
乃
班
馬
乃
耳
振
立
弖
聞
食
世止

種
乃々
物
乎
礼
代
止
奉
利弖
恐
美
恐
美母
白
須

　

こ
の
次
第
で
は
、
大
祓
詞
が
読
ま
れ
た
の
ち
に
、
前
述
の
清
祓
同

様
、
祓
の
神
々
に
対
し
て
祈
願
の
祝
詞
が
奏
上
さ
れ
、
天
皇
に
榊
を

左
・
右
・
左
と
振
り
、
天
皇
に
御
服
が
奉
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
「
祝
詞
」
の
内
容
が
、
篤
胤
の
主
張
す
る
「
天
津

祝
詞
」
と
全
く
同
様
の
文
言
の
禊
の
祓
詞
が
読
ま
れ
て
い
る
こ
と
は

注
目
さ
れ
よ
う
。

　

明
治
初
年
の
段
階
で
は
、
祓
の
神
事
の
な
か
で
、
大
祓
詞
（
中
臣

祓
）
が
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
祝
詞
と

し
て
禊
の
祓
詞
が
用
い
ら
れ
る
点
が
指
摘
で
き
る
。

　

こ
の
禊
の
祓
詞
が
、
中
臣
祓
を
伴
わ
ず
、
単
独
で
読
ま
れ
る
よ
う

に
な
る
の
は
、
式
部
寮
が
神
祇
祭
祀
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
後

の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
四
月
十
九
日

に
実
施
さ
れ
た
松
尾
社
の
祭
式
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
（
（（
（

。

　

解
除
祓
詞
賀
茂
上
下
松
尾
吉
田
等

祭
解
除
祓
詞
今
度
改
之

高
天
原
尓
神
留
坐
須
神
呂
岐
神
呂
美
乃
命
以
弖
皇
御
祖
神
伊
弉
諾

命
筑
紫
乃
日
向
乃
橘
乃
小
戸
乃
阿
波
岐
原
尓
身
曽
岐
祓
比
賜
布
時
尓
生

座
留
祓
戸
乃
大
神
等
諸
乃
枉
事
罪
穢
乎
祓
賜
比
清
米
賜
閇止
白
須
事
乃
由
乎

天
津
神
国
津
神
八
百
万
乃
神
等
共
尓
天
乃
班
馬
乃
耳
振
立
弖
聞
食
世止

恐
美
恐
美母
白
須

　

こ
の
詞
の
内
容
も
、
篤
胤
の
「
天
津
祝
詞
」
と
同
様
の
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
神
社
祭
祀
（
官
幣
社
）
の
祓
詞
と
し
て
採
用

さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
神
祇
省
時
代
に
お
け
る
小
中

村
の
祭
式
に
関
す
る
資
料
や
、
そ
の
後
の
式
部
寮
の
祭
祀
関
係
の
資

料
か
ら
も
具
体
的
に
記
す
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
、
明
確
な
こ
と
は
言

え
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
見
た
と
お

り
、
清
祓
に
用
い
ら
れ
た
前
例
が
あ
り
、
こ
れ
が
中
臣
祓
を
用
い
な

い
諸
事
情
に
よ
り
、
適
当
な
祓
詞
と
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
以
降
の
官
幣
社
の
祭
典
に
お
い
て
も
同
様
に
、

「
修
祓
」
に
際
し
て
、
こ
の
祓
詞
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
明
治
六
年
三
月
の
「
官
幣
諸
社
官
祭
式
」
で
は
、
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祓
詞
に
つ
い
て
の
記
載
が
な
い
が
、
こ
の
篤
胤
に
よ
る
禊
の
祓
詞
が

用
い
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
後
、
式
部
寮
で
は
、「
神
社
祭
式
」
を
制
定
す
る
運
び
と
な

り
、
改
め
て
祓
詞
の
編
輯
が
な
さ
れ
、
そ
の
文
言
を
次
の
よ
う
に
定

め
た
の
で
あ
る
。

掛
巻
母
恐
伎

伊
佐
奈
伎
大
神
筑
紫
乃
日
向
乃
橘
乃
小
門
乃
阿
波
岐
原
爾
御
禊
祓
給

比 志

時
爾
生
産
世留
祓
戸
乃
大
神
等
今
日
仕
奉
留
官
人
等
我
過
犯
世留
罪
穢

有
良
牟
乎
婆
祓
給
比
清
米
給
倍止
申
須
事
乎
聞
食
世止
恐
美
恐
美母
白
須

六
　
お
わ
り
に

　

古
代
以
降
、
三
勅
祭
の
な
か
で
は
、
春
日
祭
で
は
、
社
頭
の
儀
に

際
し
、
祓
戸
に
お
い
て
上
卿
、
弁
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ

う
し
た
祓
の
行
事
は
、
そ
の
後
、
元
禄
期
に
賀
茂
祭
の
旧
儀
再
興
の

際
、
春
日
祭
同
様
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
幕
末
か
ら
明
治
に

か
け
て
、
勅
祭
が
再
興
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
明
治
二
年
の
神
祇
官

の
再
興
が
画
期
と
な
り
、
す
べ
て
の
勅
祭
に
お
い
て
、
祓
が
勅
使
に

対
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
神
祇
官
か
ら
神
祇
省

へ
と
改
組
し
、
公
的
祭
祀
が
全
国
の
官
社
を
対
象
と
し
て
実
施
さ
れ

た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
神
社
の
祭
式
が
模
索
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、

勅
使
が
参
向
し
な
い
祭
祀
に
、
勅
祭
同
様
、
祓
戸
に
お
け
る
祓
を
実

施
す
る
こ
と
に
は
、
消
極
的
で
あ
っ
た
。
明
治
六
年
二
月
以
降
、
神

宮
を
除
い
て
、
勅
使
の
差
遣
が
な
く
な
り
、
政
府
内
に
お
い
て
官
幣

社
・
国
幣
社
の
あ
り
方
が
課
題
と
さ
れ
る
な
か
、
神
社
の
祭
式
の
内

容
を
め
ぐ
っ
て
、
式
部
寮
と
教
部
省
と
の
間
に
お
い
て
は
、
そ
の
内

容
を
め
ぐ
っ
て
協
議
が
な
さ
れ
て
お
り
、「
修
祓
」
に
つ
い
て
は
、

官
幣
社
の
例
祭
に
の
み
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
教
部
省
で
は

「
此
祭
ニ
ノ
ミ
祓
ノ
儀
ア
リ
テ
余
祭
ニ
無
キ
ハ
如
何
祈
念
新
嘗
ノ
両

祭
モ
共
ニ
地
方
官
出
張
ニ
テ
事
ヲ
行
ヘ
ハ
同
シ
ク
此
儀
有
ル
ヘ
キ
但

シ
例
祭
ニ
ハ
地
方
ノ
長
官
祝
詞
ヲ
奏
ス
ル
殊
サ
ラ
ナ
ル
大
祭
ノ
故
ニ

モ
有
ヘ
ケ
レ
ト
然
ラ
ハ
小
祭
ナ
リ
ト
テ
関
係
ノ
官
人
祓
セ
サ
ル
理
ハ

ア
ル
マ
シ
キ
欤
」
と
の
見
解
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、

式
部
寮
で
は
、「
余
祭
ハ
地
方
官
専
当
ス
ル
ノ
ミ
故
ニ
祓
ナ
キ
也
」

と
回
答
を
し
て
い
る
（
（（
（

。
す
な
わ
ち
、
地
方
官
の
使
が
参
向
す
る
祭
典

に
お
い
て
も
、
と
く
に
例
祭
に
お
い
て
は
、
地
方
の
長
官
は
祝
詞
を

奏
上
す
る
役
割
に
鑑
み
、
祓
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
か
か
る

式
部
寮
の
案
に
基
づ
き
、「
神
社
祭
式
」
で
は
、
官
幣
社
の
例
祭
の

み
「
修
祓
」
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
祓
の
行
事
で
は
、
伝
統
的
に
中
臣
祓
が
読
ま
れ
て
い
た
が
、

式
部
寮
の
設
置
を
境
に
、
勅
祭
に
お
い
て
「
禊
の
祓
詞
」
が
採
用
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
理
由
を
示
す
明
確
に
示
す
根
拠
を
得
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
大
祓
詞
（
中
臣
祓
）
を
奏
上
す
る
際
、

祓
の
神
々
に
対
す
る
祝
詞
を
奏
上
す
る
こ
と
が
、
神
祇
官
内
で
実
施

さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
神
祇
官
以
降
の
既
定
路
線
で
あ
る
祭
典
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の
簡
略
化
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
明
治
五
年
に
生
じ
た
勅
祭

の
新
し
い
伝
統
は
、
太
政
官
か
ら
の
勅
使
に
対
す
る
神
祇
官
の
官
人

に
よ
る
祓
か
ら
地
方
官
か
ら
の
使
に
対
す
る
神
社
の
神
職
に
よ
る
祓

へ
と
移
行
す
る
な
か
で
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

祓
具
に
つ
い
て
は
、
明
治
以
降
、
贖
物
・
祓
物
が
姿
を
消
し
、
祓

詞
が
読
ま
れ
た
後
、「
榊
の
枝
を
と
り
て
祓
う
」
と
い
う
作
法
が
行

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
四
十
年
六
月
の
「
神
社
祭
式
行
事
作

法
」
の
制
定
に
よ
り
、
そ
の
作
法
は
、
左
・
右
・
左
と
振
る
こ
と
が

定
め
ら
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
が
、
近
世
以
前
の
春
日
祭
に
お
け

る
勅
使
に
対
す
る
祓
の
伝
統
を
考
え
る
と
、
公
的
祭
祀
と
い
う
意
味

で
は
、
新
し
い
伝
統
と
言
え
よ
う
。

　

こ
う
し
て
、「
修
祓
」
が
近
代
以
降
の
勅
祭
の
伝
統
を
継
承
し
つ

つ
、
官
幣
社
の
例
祭
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ

れ
以
外
の
祭
典
に
お
い
て
、
祭
祀
に
奉
仕
す
る
者
が
手
水
を
以
て
、

十
分
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
神
社
側
に
お
け
る
祓
の
認
識
や

実
践
に
つ
い
て
、
な
お
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
り
、
今
後
の
課
題

と
し
た
い
。

註（1
）　

高
原
玄
承
「
修
祓
に
つ
い
て
」（『
神
道
宗
教
』
一
五
五
号
、
平
成

六
年
六
月
）。

（
2
）　

川
出
清
彦
『
祭
祀
概
説
』（
学
生
社
、
一
九
七
八
年
五
月
）、
三
六

頁
。

（
3
）　

座
田
司
氏
『
祭
祀
に
就
い
て
』（
東
方
書
院
、
昭
和
十
年
六
月
）。

（
4
）　

春
日
祭
の
旧
儀
に
つ
い
て
は
、
岡
本
彰
夫
「
春
日
祭
旧
儀
考

（
上
）」（『
神
道
宗
教
』
第
一
六
四
号
、
平
成
八
年
九
月
）
を
参
照
。

（
5
）　

笹
生
衛
「
祓
う
人
形
・
捧
げ
る
人
形
―
人
形
の
源
流
と
信
仰
―
」

（
日
本
人
形
玩
具
学
会
誌
『
人
形
玩
具
研
究　

か
た
ち
・
あ
そ
び
』

第
二
十
四
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
）
参
照
。

（
6
）　
「
天
文
年
中
春
日
祭
次
第
近
代
文
略
」（『
続
群
書
類
従
・
第
二
輯
上　

神

祇
部
』、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
大
正
十
二
年
七
月
所
収
）
参
照
。

（
7
）　

春
日
祭
な
ど
、
近
世
期
に
お
け
る
勅
祭
の
再
興
過
程
に
つ
い
て
は
、

藤
井
貞
文
『
近
世
に
於
け
る
神
祇
思
想
』（
春
秋
社
松
柏
館
、
昭

和
十
九
年
五
月
）
を
参
照
。

（
8
）　

国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
春
日
祭
旧
儀
御
再
興
次
第
類　

甲
』
参
照
。

（
9
）　

国
書
刊
行
会
編
『
続
々
群
書
類
従
』
第
一
「
元
禄
七
年
加
茂
祭
記
」

（
国
書
刊
行
会
、
一
九
六
四
年
）。

（
10
）　

国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
石
清
水
放
生
会
惣
次
第
』。

（
11
）　

臨
時
祭
に
つ
い
て
は
、
三
橋
正
『
平
安
時
代
の
信
仰
と
宗
教
儀
礼
』

（
続
群
書
類
聚
完
成
会
、
平
成
十
二
年
三
月
）
を
参
照
。
ま
た
、

近
年
、
文
化
年
間
に
臨
時
祭
が
再
興
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
文

化
期
の
朝
幕
間
が
協
調
的
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
指
摘
が
な

さ
れ
て
い
る
。〈
研
究
発
表
〉
岡
本
和
真
「
石
清
水
・
賀
茂
臨
時

祭
再
興
に
関
す
る
一
考
察
」（『
神
道
宗
教
』
第
二
三
六
号
、
平
成

二
十
六
年
十
月
）
参
照
。

（
12
）　

国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
石
清
水
臨
時
祭
次
第
』
に
よ
る
。

（
13
）　

前
掲
藤
井
『
近
世
に
於
け
る
神
祇
思
想
』
参
照
。

（
14
）　

国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
押
小
路
文
書　

十
三
』。

（
15
）　

な
お
、
祭
典
前
に
神
職
や
使
が
祓
を
修
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
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は
、
前
述
し
た
と
お
り
、『
貞
観
儀
式
』
春
日
祭
の
よ
う
に
、
祭

典
前
日
に
神
饌
を
弁
備
す
る
者
の
祓
や
、
ま
た
、
神
宮
で
は
、「
川

原
一
修
二
御
祓
一、
兼
召
二
儲
陰
陽
師
竝
御
祓
具
一
」
と
あ
り
、
陰
陽
師

に
よ
る
祓
を
受
け
て
か
ら
、
神
宮
へ
参
向
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い

る
。
他
の
神
社
に
お
い
て
も
、
斎
館
で
祓
を
修
い
た
こ
と
も
考
え

る
が
、
こ
こ
で
は
指
摘
に
留
め
、
別
稿
に
委
ね
る
こ
と
に
す
る
。

（
16
）　

宮
内
公
文
書
館
所
蔵
『
諸
祭
儀　

明
治
元
年
』
に
よ
る
。

（
17
）　

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
『
諸
祭
儀　

明
治
元
年
』
に
よ
る
。

（
18
）　

明
治
新
政
府
の
神
祇
行
政
を
担
っ
た
亀
井
玆
監
、
福
羽
美
静
ら
津

和
野
派
国
学
者
が
、
天
皇
の
「
祭
」
の
輔
弼
者
は
、
同
時
に
「
政
」

の
輔
弼
者
と
す
べ
き
で
、
公
卿
出
身
者
に
よ
る
上
卿
・
奉
行
・
弁

に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
祭
祀
が
、
天
皇
の
祭
祀
を
相
対
化
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
武
田
秀
章
「
近
代
天
皇
祭
祀
形
成
過
程
の
一
考
察
―
明
治
初

年
に
お
け
る
津
和
野
派
を
中
心
に
―
」（
井
上
順
孝
・
阪
本
是
丸

編
『
日
本
型
政
教
関
係
の
誕
生
』、
第
一
書
房
、
昭
和
六
十
二
年

二
月
所
収
）
参
照
。

（
19
）　

宮
内
公
文
書
館
『
明
治
二
年　

祭
典
録　

賀
茂
祭
の
部
』
に
よ
る
。

（
20
）　

宮
内
公
文
書
館
『
明
治
二
年　

祭
典
録　

男
山
祭
の
部
』
に
よ
る
。

（
21
）　

阪
本
是
丸
「
官
社
制
度
の
成
立
と
国
家
祭
祀
」（『
国
家
神
道
形
成

過
程
の
研
究
』
第
二
章
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）
を
参
照
。

（
22
）　

国
立
公
文
書
官
所
蔵
『
太
政
類
典
・
第
一
編
』
第
百
二
十
八
巻
・

教
法
・
祭
典
三
に
よ
る
。

（
23
）　

二
十
九
社
奉
幣
に
つ
い
て
は
、
阪
本
是
丸
「
官
社
制
度
の
成
立
と

国
家
祭
祀
」（『
国
家
神
道
形
成
過
程
の
研
究
』
第
二
章
、
岩
波
書

店
、
一
九
九
四
年
）、
武
田
秀
章
「
四
時
祭
典
定
則
成
立
過
程
の

一
考
察--

明
治
二
年
「
年
中
祭
儀
節
会
大
略
」
の
紹
介
・
翻
刻
を

中
心
に
」（『
神
道
学
』
一
三
六
号
、
一
九
八
八
年
二
月
）
を
参
照
。

（
24
）　

宮
内
公
文
書
館
所
蔵
『
祭
典
録　

明
治
三
年　

下
』
に
よ
る
。

（
25
）　

宮
内
公
文
書
簡
所
蔵
『
明
治
四
年　

年
中
祭
典
録　

下
』
に
よ
る
。

（
26
）　

宮
内
公
文
書
官
所
蔵
『
宣
命
祝
詞　

明
治
五
年
』。
同
書
は
、
明

治
五
年
の
国
家
祭
祀
の
宣
命
、
祝
詞
に
つ
い
て
記
載
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
明
治
二
年
の
奉
幣
関
連
の
記
述
が
み
ら
れ

る
。

（
27
）　

前
掲
藤
井
『
近
世
に
於
け
る
神
祇
思
想
』
参
照
。

（
28
）　

国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
太
政
類
典
・
第
一
編
』
大
百
二
十
二
巻
・

教
法
・
神
社
一
に
よ
る
。

（
29
）　

神
社
祭
式
の
制
定
過
程
に
つ
い
て
は
、
前
掲
阪
本
「
官
社
制
度
の

成
立
と
国
家
祭
祀
」、
高
原
光
啓
「
式
部
寮
達
「
神
社
祭
式
」
の

制
定
過
程
」（『
神
道
宗
教
』
一
九
三
号
、
二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
。

（
30
）　

国
立
公
文
書
官
所
蔵
『
太
政
類
典
・
第
二
編
』
第
二
百
六
十
一

巻
・
教
法
十
二
・
祭
典
一
に
よ
る
。

（
31
）　

藤
田
大
誠
「
明
治
初
年
の
国
家
祭
祀
形
成
と
国
学
者
―
神
祇
官
・

神
祇
省
の
考
証
作
業
を
中
心
に
―
」（『
近
代
国
学
の
研
究
』
第
三

章
、
弘
文
堂
、
平
成
十
九
年
十
二
月
）
参
照
。

（
32
）　

東
京
大
学
総
合
図
書
館
所
蔵
『
陽
春
盧
草
稿
』
六
に
よ
る
。

（
33
）　

東
京
大
学
附
属
総
合
図
書
館
所
蔵
『
古
典
講
習
科
記
録
』
所
収

「
府
藩
県
社
尋
常
祭
式
」
に
よ
る
。

（
34
）　

国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
太
政
類
典
・
第
二
編
』
第
二
百
六
十
一

巻
・
教
法
十
二
・
祭
典
一
に
よ
る
。

（
35
）　

本
書
に
つ
い
て
は
、
阪
本
是
丸
『
近
代
の
神
社
神
道
』（
弘
文
堂
、

平
成
十
七
年
八
月
）
所
収
、「
明
治
維
新
と
神
社
祭
祀
の
変
革
―

祭
祀
の
変
化
と
宮
西
諸
助
筆
写
『
地
方
祭
典
』
に
つ
い
て
―
」、

高
原
光
啓
、
藤
田
前
掲
論
文
を
参
照
。
な
お
、
本
書
を
参
照
す
る
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に
あ
た
り
、
高
原
光
啓
氏
の
所
蔵
の
も
の
を
借
用
し
た
。

（
36
）　

前
掲
、
高
原
、
藤
田
論
文
参
照
。

（
37
）　

東
京
大
学
総
合
図
書
館
所
蔵
『
陽
春
盧
蒐
集
録　

四
』
に
よ
る
。

（
38
）　

国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
太
政
類
典
・
第
二
編
』
第
二
百
六
十
一

巻
・
教
法
十
二
・
祭
典
一
に
よ
る
。

（
39
）　

な
お
、
宮
内
庁
図
書
寮
文
庫
に
は
、『
祭
式
』
と
題
す
る
四
冊
の

資
料
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
大
要
を
示
す
と
、
こ
れ
ら
の
う

ち
、
一
冊
は
近
衛
・
千
家
両
名
の
記
載
の
あ
る
も
の
で
、
前
述
し

た
神
社
本
庁
所
蔵
の
『
祭
式
』
と
同
様
の
内
容
の
も
の
で
、
そ
れ

に
加
筆
、
訂
正
が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
目
次
に
お
い

て
、
官
幣
社
・
国
幣
社
共
通
の
祭
式
と
な
っ
て
い
る
。
残
り
の
二

冊
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
祈
年
祭
、
新
嘗
祭
（
官
国
幣
社
共
通
）、

官
幣
社
例
祭
、
国
幣
社
例
祭
、
府
県
社
（
祈
年
祭
、
新
嘗
祭
、
例

祭
）、
郷
村
社
（
同
上
）、
官
幣
社
以
下
一
般
通
式
の
項
目
が
見
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
明
治
六
年
四
月
に
上
申
さ
れ
た
『
祭
式
』
の

後
、
引
き
続
き
、
式
部
寮
に
よ
り
調
査
、
編
纂
を
進
め
ら
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。『
明
治
七
年　

祭
祀
録　

稿
本
十
三
』
に
は
、「
神

社
祭
式
」
を
め
ぐ
る
掛
け
合
い
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か

で
、
明
治
七
年
一
月
十
三
日
の
式
部
寮
か
ら
教
部
省
へ
の
照
会
に

は
、「
別
冊
祭
式
略之
取
調
出
来
候
ニ
付
一
応
及
御
打
合
候
御
異
存
之

廉
有
之
候
ハ
ゝ
御
申
越
有
之
度
此
段
申
進
候
也
」
と
あ
る
が
、
こ

の
別
冊
と
あ
る
「
祭
式
」
の
編
纂
過
程
に
お
い
て
成
っ
た
も
の
が
、

こ
れ
ら
の
資
料
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

（
40
）　

以
下
、「
神
社
祭
式
」
に
つ
い
て
は
、
家
蔵
の
も
の
に
よ
る
。

（
41
）　

中
臣
祓
に
つ
い
て
は
、
岡
田
莊
司
「
私
祈
祷
の
成
立
―
伊
勢
流
祓

の
形
成
過
程
」（『
神
道
宗
教
』
第
一
一
八
号
、
一
九
八
五
年
三
月
）

を
参
照
。

（
42
）　

国
学
者
の
大
祓
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
幕
末
期
に

お
け
る
大
祓
と
国
学
者
―
六
人
部
是
香
を
中
心
に
―
」（
拙
著
『
近

代
祭
式
と
六
人
部
是
香
』、
弘
文
堂
、
平
成
二
十
四
年
七
月
、
第

三
章
所
収
）
参
照
。

（
43
）　

石
井
良
助
編
「
太
政
官
日
誌
慶
応
四
年
戊
辰
二
月
」（
東
京
堂
出
版
、

昭
和
五
六
年
六
月
一
〇
日
）。

（
44
）　

天
神
地
祇
御
誓
祭
の
式
次
第
の
草
案
は
、
神
祇
事
務
局
に
参
画
し

て
い
た
六
人
部
是
愛
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
是
愛
は
、
京
都
の

平
田
派
国
学
者
の
重
鎮
と
さ
れ
る
是
香
の
六
男
で
あ
り
、
父
是
香

の
著
し
た
復
古
的
な
祭
式
書
に
そ
の
着
想
を
得
た
こ
と
は
容
易
に

想
像
さ
れ
る
。
是
香
の
著
作
『
神
祭
式
徴
證
』
に
は
、
祓
に
つ
い

て
、『
江
家
次
第
』
の
大
麻
、
塩
湯
に
よ
る
祓
を
典
拠
と
し
て
い
る
。

（
45
）　

白
峰
宮
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
藤
井
貞
文
『
近
世
に
於
け
る
神
祇

思
想
』
参
照
。

（
46
）　

宮
内
公
文
書
館
所
蔵
『
諸
祭
儀　

明
治
元
年
』
に
よ
る
。
な
お
、

こ
の
清
祓
式
に
続
き
、
同
宮
で
は
大
殿
祭
、
御
門
祭
、
鎮
火
祭
、

地
主
神
祭
、
道
饗
祭
と
い
っ
た
一
連
の
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
47
）　

清
祓
に
つ
い
て
は
、
坂
井
孝
一
「「
清
祓
」
小
考
」（『
創
価
大
学

人
文
論
集
』
四
、
一
九
九
二
年
三
月
）、
松
本
毅
「「
清
祓
」
に
関

す
る
一
考
察
」（『
神
社
本
庁
総
合
研
究
所
紀
要
』
二
〇
号
、
平
成

二
十
七
年
六
月
）
な
ど
を
参
照
。

（
48
）　

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
東
山
御
文
庫
マ
イ
ク
ロ
「
秡
禊
御
拝
類
聚
」

〔
勅
封
六
六
―
八
―
四
三
―
一
〕
に
よ
る
。
本
資
料
は
、
霊
元
天

皇
宸
筆
に
よ
る
も
の
で
、
吉
田
家
、
白
川
家
が
天
皇
の
御
拝
に
際

し
て
伝
授
し
て
い
た
祓
詞
等
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
承
応
二

年
（
一
六
五
三
）
七
月
に
神
道
管
領
長
上
卜
部
兼
起
が
「
身
曽
貴

太
祓
」
を
伝
授
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
同
資
料
に
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つ
い
て
は
、
宍
戸
忠
男
氏
が
所
蔵
す
る
紙
焼
資
料
を
拝
見
し
た
。

（
49
）　

宮
内
公
文
書
館
所
蔵
『
祭
典
録　

明
治
三
年　

上
』
に
よ
る
。

（
50
）　

宮
内
公
文
書
館
所
蔵
『
明
治
五
年　

祭
祀
録　

第
一
稿　

四
』
に

よ
る
。

（
51
）　

同
右
。
同
書
に
は
、「
神
社
祭
式
」
の
内
容
を
巡
り
、
教
部
省
の

見
解
と
、
そ
れ
に
回
答
す
る
式
部
寮
の
附
紙
（
式
部
官
員
の
印
が

あ
る
）
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
。

【
付
記
】

　
　

本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
加
瀬
直
弥
氏
、
宍
戸
忠
男
氏
よ
り
ご
教
示
を
い

た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。

（
國
學
院
大
學
神
道
文
化
学
部
助
教
）


